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【参考資料】

附属機関等の設置及び運営に関する要綱（要旨）

１．趣 旨

県政に対する県民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに行政運営

の公正の確保及び透明性の向上を図るため、附属機関及び私的諮問機関等の円滑な

運営に努める。

２．附属機関等の定義

  ○附属機関とは    ……法律又は条例に基づき設置された審議会等

  ○私的諮問機関等とは ……要綱、要領等に基づき設置された協議会、懇談会等

  ○附属機関等とは   ……附属機関及び私的諮問機関等

３．要綱の主な内容

  ①委員の任命

  ・委員数の概ね20％を公募により選任するよう努める。

  ・女性委員を積極的に登用する。

②会議の公開                                                           

・会議は、運営の透明性及び公正な県政運営に資するため、原則として公開する。

・会議の公開は、会議の傍聴、会議結果の公表（報告書、議事概要、会議資料等

の公表）の方法により行う。

        

③設置の見直し

    ・所期の目的を達したもの、社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下し

たものなどについては、廃止又は統合を検討する。

  ④総務文書課長への合議

    ・附属機関等を設置し、廃止し、又は統合する場合には、附属機関等の所管課長

は、総務文書課長に合議する。

  ⑤附属機関等の運用状況の公表

  ・附属機関等の所管課長は、附属機関等の運用状況について、毎年度末に総務文書

課長に報告する。

  ・総務文書課長は、上記の報告に基づき、附属機関等の運用状況について県民へ公

表する。

４．施行期日

     平成11年４月１日（最終改正 平成17年９月１日）
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【参考資料】

審議会等の委員への女性の登用促進要綱（要旨）

１．趣 旨
  「長崎県男女共同参画基本計画」に基づき、政策・方針決定の場への男女の共同参

画を実現するため、審議会等の委員への女性の登用を積極的に推進する。

２．審議会等の定義

  ○審議会等とは ……法律又は条例に基づき設置された附属機関

３．要綱の主な内容

  ①女性登用の推進

  ・学識経験者から選ばれる委員については、女性の登用に特別の配慮をする。

  ・団体推薦委員については、団体の長等の役職に限定せず、女性の適任者の推薦

について協力を要請する。

  ・公募委員については、２分の１以上の女性委員の登用に努める。

②事前協議                                                           
・委員の選任に際して、原則として６ヶ月前までに、県民生活環境部長に協議する。

        

③登用計画と進捗管理

    ・各部局長は、女性登用に関する登用計画を作成し、所管部局内の登用計画を進

捗管理する。

    ・県民生活環境部長は、登用計画全体を進捗管理する。

④登用計画進捗状況の公表

  ・登用計画進捗状況は、毎年度公表する。

４．施行期日

     平成12年５月31日（最終改正 令和２年４月１日）

※ 「第４次長崎県男女共同参画基本計画～ながさき“輝き”プラン2025～」では、

令和８年４月１日現在における「県の審議会等委員への女性の登用率」の目標値を

40%以上60％以下としています。



令和５年度 附属機関等の状況（令和６年３月31日現在） （資料１）
【附属機関】

導入状況

又は

導入機関

の委員数

公募
委員数

比率
委員

名簿
傍聴

結果

公表

1 総務文書課 長崎県公益認定等審議会 5 困難 - - ○ ○ ○ 343

2 総務文書課 長崎県行政不服審査会 5 困難 - - ○ × ○ 269

3 県民センター 長崎県情報公開審査会 5 困難 - - ○ × ○ 591

4 県民センター 長崎県個人情報保護審査会 5 困難 - - ○ × ○ 572

5 学事振興課 長崎県公立大学法人評価委員会 7 困難 - - ○ ○ ○ 420

6 学事振興課 長崎県私立学校審議会 13 困難 - - ○ ○ ○ 435

7 財政課 長崎県政策評価委員会 6 困難 - - ○ ○ ○ 1,563

8 税務課 長崎県固定資産評価審議会 12 困難 - - ○ × ○ 142

8機関 58 0 0 - 8 4 8 4,335

9 防災企画課 長崎県防災会議 68 困難 - - ○ ○ ○ 303

10 基地対策・国民保護課 長崎県石油コンビナート等防災本部 24 困難 - - ○ ○ ○ 0

11 基地対策・国民保護課 長崎県国民保護協議会 57 困難 - - ○ ○ ○ 0

3機関 149 0 0 - 3 3 3 303

12 土地対策室 長崎県国土利用計画審議会 13 13 2 15.4 ○ ○ ○ 292

13 土地対策室 長崎県土地利用審査会 7 困難 - - ○ × × 98

2機関 20 13 2 15.4% 2 1 1 390

14 観光振興課 長崎県観光審議会 16 16 3 18.8 ○ ○ ○ 442

15 スポーツ振興課 長崎県スポーツ推進審議会 20 20 5 25.0 ○ ○ ○ 172

2機関 36 36 8 22.2% 2 2 2 614

16 県民生活環境課 長崎県環境審議会 30 30 5 16.7 ○ ○ ○ 791

17 男女参画・女性活躍推進室 長崎県男女共同参画審議会 20 20 4 20.0 ○ ○ ○ 486

18 交通・地域安全課 長崎県交通安全対策会議 23 困難 - - ○ ○ ○ 1

19 食品安全・消費生活課 長崎県消費生活審議会 18 18 4 22.2 ○ ○ ○ 196

20 食品安全・消費生活課 長崎県食育推進県民会議 27 27 3 11.1 ○ ○ ○ 231

21 食品安全・消費生活課 長崎県食品安全・安心委員会 17 17 3 17.6 ○ ○ ○ 161

22 地域環境課 長崎県環境影響評価審査会 12 困難 - - ○ ○ ○ 419

7機関 147 112 19 17.0% 7 7 7 2,285

23 福祉保健課 長崎県福祉保健審議会 37 37 2 5.4 ○ ○ ○ 421

24 地域保健推進課 長崎県感染症診査協議会 58 困難 - - × × ○ 3,397

25 医療政策課 長崎県医療審議会 22 22 3 13.6 ○ ○ ○ 685

26 医療政策課 長崎県がん登録委員会 12 困難 - - ○ × ○ 0

27 医療人材対策室 長崎県准看護師試験委員会 7 困難 - - × × × 61

28 薬務行政室 長崎県薬事審議会 12 困難 - - ○ ○ ○ 161

29 国保・健康増進課 長崎県後期高齢者医療審査会 9 困難 - - ○ × ○ 50

30 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険審査会 9 困難 - - ○ × ○ 0

31 国保・健康増進課 長崎県指定難病審査会 26 困難 - - × × × 1,515

32 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険運営協議会 11 困難 - - ○ ○ ○ 350

33 長寿社会課 長崎県介護保険審査会 24 24 2 8.3 ○ × ○ 4,006

34 障害福祉課 長崎県障害者施策推進協議会 20 20 4 20.0 ○ ○ ○ 479

35 障害福祉課 長崎県精神保健福祉審議会 16 困難 - - ○ × ○ 156

36 障害福祉課 長崎県精神医療審査会 30 困難 - - × × ○ 3,133

37 障害福祉課 長崎県障害者介護給付費等不服審査会 5 困難 - - ○ × ○ 0

38 障害福祉課 障害のある人の相談に関する調整委員会 20 困難 - - ○ × ○ 0

39 障害福祉課
障害のある人もない人も共に生きる平和な長
崎県づくり推進会議

35 35 3 8.6 ○ ○ ○ 335

17機関 353 138 14 10.1% 13 6 15 14,749

決算額

（千円）

備考

総務部 

地域振興部

公募委員 会議公開

危機管理部

文化観光国際部 

No. 所管 機関名称 委員数

県民生活環境部

福祉保健部 
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令和５年度 附属機関等の状況（令和６年３月31日現在） （資料１）
【附属機関】

導入状況

又は

導入機関

の委員数

公募
委員数

比率
委員

名簿
傍聴

結果

公表

決算額

（千円）

備考

公募委員 会議公開

No. 所管 機関名称 委員数

40 こども未来課 長崎県子育て条例推進協議会 36 36 3 8.3 ○ ○ ○ 457

41 こども未来課 長崎県少年保護育成審議会 15 15 2 13.3 ○ ○ ○ 150

42 こども未来課 長崎県幼保連携型認定こども園審議会 6 困難 - - ○ × ○ 198

3機関 57 51 5 9.8% 3 2 3 805

43 産業政策課 長崎県研究事業評価委員会 8 困難 - - ○ × ○ 218

44 雇用労働政策課 長崎県職業能力開発審議会 15 15 3 20.0 ○ ○ ○ 45

2機関 23 15 3 20.0% 2 1 2 263

45 漁港漁場課 長崎漁港管理会 12 12 2 16.7 ○ ○ ○ 102

1機関 12 12 2 16.7% 1 1 1 102

46 林政課 長崎県森林審議会 15 15 3 20.0 ○ ○ ○ 169

1機関 15 15 3 20.0% 1 1 1 169

47 監理課 長崎県建設工事紛争審査会 12 困難 - - ○ × × 0

48 建設企画課 長崎県公共事業評価監視委員会 7 7 1 14.3 ○ ○ ○ 1,357

49 都市政策課 長崎県美しい景観形成審議会 18 18 2 11.1 ○ ○ ○ 400

50 都市政策課 長崎県都市計画審議会 20 困難 - - ○ ○ ○ 692

51 都市政策課 長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会 10 困難 - - ○ × × 0

52 港湾課 長崎県地方港湾審議会 32 困難 - - ○ ○ ○ 0

53 河川課 長崎県水防協議会 15 困難 - - ○ ○ ○ 239

54 建築課 長崎県建築審査会 7 困難 - - ○ × ○ 136

55 建築課 長崎県建築士審査会 5 困難 - - ○ × ○ 103

56 建築課 長崎県開発審査会 7 困難 - - ○ × ○ 54

57 用地課 長崎県土地収用事業認定審議会 5 困難 - - ○ ○ ○ 0

11機関 138 25 3 12.0% 11 6 9 2,981

58 義務教育課 長崎県教科用図書選定審議会 20 困難 - - ○ × ○ 180

59 生涯学習課 長崎県立長崎図書館協議会 10 10 2 20.0 ○ ○ ○ 126

60 生涯学習課 長崎県社会教育委員の会議 15 15 3 20.0 ○ ○ ○ 660

61 学芸文化課 長崎県文化財保護審議会 17 困難 - - ○ × ○ 790

4機関 62 25 5 20.0% 4 2 4 1,756

61機関 1,070 442 64 14.5% 57 36 56 28,752

農林部 

土木部 

教育庁 

総計

福祉保健部
こども政策局

産業労働部 

水産部 
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令和５年度 附属機関等の状況（令和６年３月31日現在） （資料２）

【私的諮問機関等】

導入状況
又は

導入機関
の委員数

公募
委員数

比率
委員
名簿

傍聴
結果
公表

1 広報課 広報外部評価委員会 5 困難 - - ○ ○ ○ 36

1機関 5 0 0 1 1 1 36

2 政策企画課 長崎県まち・ひと・しごと創生対策懇話会 16 困難 - - ○ ○ ○ 167

3 政策企画課 新しい長崎県づくり懇話会 14 14 2 14.3 ○ ○ ○ 632 廃止

4 ＩＲ室 九州・長崎ＩＲ区域整備推進有識者会議 9 困難 - - ○ ○ ○ 0

3機関 39 14 2 14.3% 3 3 3 799

5 総務文書課 長崎県出資団体点検評価委員会 3 困難 - - ○ ○ ○ 36

6 人事課 長崎県コンプライアンス委員会 5 困難 - - ○ ○ ○ 0

2機関 8 0 0 2 2 2 36

7 地域づくり推進課 長崎県地域づくり推進課指定管理者選定委員会 7 困難 - - ○ × ○ 116 新設、廃止

8 交通政策課 長崎県離島航空路線協議会 9 困難 - - ○ × ○ 0

9 交通政策課 長崎県離島基幹航路運賃対策協議会 16 困難 - - ○ × × 0

10 交通政策課 長崎県新船建造費等検証委員会 4 困難 - - ○ × × 0

11 交通政策課 長崎県運輸事業振興協議会 13 困難 - - ○ ○ ○ 0

12 交通政策課 長崎県離島航路対策協議会 39 39 3 7.7 ○ ○ ○ 127

13 交通政策課 長崎県離島航空路線再生協議会 12 困難 - - ○ × ○ 0

14 交通政策課 長崎空港２４時間化推進委員会 23 困難 - - ○ ○ ○ 239

15 交通政策課 長崎県地域公共交通活性化協議会 34 困難 - - ○ ○ ○ 33,735

9機関 157 39 3 7.7% 9 4 7 34,217

16 文化振興・世界遺産課 長崎県博物資料価格評価委員会 0 困難 - - × × ○ 79

17 文化振興・世界遺産課 長崎県博物資料収集委員会 0 困難 - - × × ○ 80

18 文化振興・世界遺産課 長崎県美術資料価格評価委員会 0 困難 - - × × ○ 448

19 文化振興・世界遺産課 長崎県美術資料収集委員会 0 困難 - - × × ○ 260

4機関 0 0 0 0 0 4 867

20 県民生活環境課 長崎県ＮＰＯ・ボランティア活動推進協議会 15 15 3 20.0 ○ ○ ○ 180

21 生活衛生課 長崎県クリーニング師試験委員会 5 困難 - - × × × 26

22 生活衛生課 長崎県油症対策委員会 10 困難 - - × × × 773

23 生活衛生課 長崎県製菓衛生師試験委員会 9 困難 - - × × × 140

24 生活衛生課
長崎県動物愛護管理センター（仮
称）建設検討委員会

10 10 5 50.0 ○ ○ ○ 215 廃止

25 地域環境課 大村湾環境保全・活性化会議 7 困難 - - ○ ○ ○ 0

26 資源循環推進課 長崎県廃棄物処理施設専門委員会 7 困難 - - ○ ○ ○ 0

27 資源循環推進課 長崎県海岸漂着物対策推進協議会 19 19 6 31.6 ○ ○ ○ 449

28 自然環境課 「緑といきもの賑わい事業」検討委員会 5 困難 - - ○ × ○ 42

29 自然環境課
長崎県希少野生動植物の保護・保全
に関する検討委員会

9 困難 - - ○ × × 0

10機関 96 44 14 31.8% 7 5 6 1,825

決算額

（千円）

備考

総務部

地域振興部

県民生活環境部

公募委員 会議公開

No. 所管 機関名称 委員数

企画部

秘書・広報戦略部

文化観光国際部
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令和５年度 附属機関等の状況（令和６年３月31日現在） （資料２）

【私的諮問機関等】

導入状況
又は

導入機関
の委員数

公募
委員数

比率
委員
名簿

傍聴
結果
公表

決算額

（千円）

備考

公募委員 会議公開

No. 所管 機関名称 委員数

30 福祉保健課 長崎県福祉のまちづくり推進協議会 20 20 3 15.0 ○ ○ ○ 257

31 福祉保健課 長崎県福祉サービス第三者評価推進会議 14 14 2 14.3 ○ ○ ○ 102

32 福祉保健課 長崎県再犯防止推進ネットワーク協議会 18 困難 - - ○ ○ ○ 48

33 地域保健推進課 長崎県感染症対策委員会 41 困難 - - ○ × × 709

34 医療政策課 長崎県保健医療対策協議会 22 困難 - - ○ ○ ○ 1,566

35 医療政策課 長崎県地域保健医療対策協議会 196 困難 - - ○ ○ ○ 2,050

36 医療政策課 長崎県精度管理専門委員会 5 困難 - - ○ × ○ 63

37 医療政策課 長崎県医療安全相談センター協議会 9 9 2 22.2 ○ × ○ 129

38 医療政策課 長崎県地域医療構想調整会議 127 困難 - - ○ ○ ○ 1,719

39 感染症対策室 長崎県新型コロナウイルス感染症対策有識者会議 0 困難 - - ○ × ○ 0 廃止

40 医療人材対策室 長崎県ナースセンター事業運営委員会 10 困難 - - ○ ○ ○ 75

41 薬務行政室 長崎県献血推進協議会 30 30 2 6.7 ○ ○ ○ 216

42 国保・健康増進課 健康ながさき２１推進会議 31 31 3 9.7 ○ ○ ○ 1,012

43 国保・健康増進課 長崎県地域・職域連携推進協議会 31 31 3 9.7 ○ ○ ○ 187

44 長寿社会課
長崎県高齢者虐待防止・身体拘束ゼロ作
戦推進会議

13 困難 - - ○ ○ ○ 115

45 長寿社会課 長崎県地域包括ケアシステム推進協議会 25 25 5 20.0 ○ ○ ○ 1,226

46 長寿社会課 長崎県介護事業所認証評価制度推進委員会 10 困難 - - ○ ○ ○ 122

47 長寿社会課 長崎県ケアラー支援に関する有識者会議 15 15 3 20.0 ○ ○ ○ 988 新設

48 障害福祉課 長崎県手話言語施策推進協議会 8 困難 - - ○ ○ ○ 148 新設

49 原爆被爆者援護課 健康管理手当等認定審査会 3 困難 - - × × × 754

50 原爆被爆者援護課 長崎県被爆体験者精神医療受給者証審査会 5 困難 - - × × × 17

21機関 633 175 23 13.1% 19 15 18 11,503

51 こども未来課 長崎県幼児教育推進懇話会 11 困難 - - ○ × ○ 108 新設

52 こども家庭課 長崎県発達障害児・者総合支援推進会議 22 困難 - - ○ ○ ○ 82

53 こども家庭課 長崎県ＤＶ対策等推進会議 21 困難 - - ○ × × 26

3機関 54 0 0 - 3 1 2 216

54 漁業振興課
長崎県栽培漁業・資源管理型漁業推進協
議会

13 13 3 23.1 ○ ○ ○ 226

55 漁業振興課 長崎県海面利用協議会 15 15 3 20.0 ○ ○ ○ 157

56 漁業振興課 長崎県海面利用地区協議会 25 25 5 20.0 ○ ○ ○ 180

57 水産経営課 沿岸漁業改善資金地区運営協議会 27 困難 - - ○ × × 0

58 水産経営課 長崎県漁業経営改善計画認定審査委員会 7 困難 - - ○ × × 99

59 水産経営課 長崎県漁業士認定委員会 6 困難 - - ○ × ○ 0

60 水産経営課 長崎県漁業担い手活動協議会 14 14 3 21.4 ○ ○ ○ 127

61 水産経営課 スマート漁業等推進会議 7 困難 - - ○ × × 963

62 水産加工流通課
長崎魚市場高度衛生化施設整備検討
委員会

17 困難 - - ○ × ○ 0

9機関 131 67 14 20.9% 9 4 6 1,752

63 農政課
「ながさき農林業・農山村活性化計画」
推進委員会

20 20 4 20.0 ○ ○ ○ 386

64 農政課 長崎県普及指導活動外部評価会議 8 困難 - - ○ ○ ○ 137

65 農山村振興課 長崎県中山間地域等振興対策審査委員会 6 困難 - - ○ ○ ○ 66

66 畜産課 長崎県蜜蜂転飼調整委員会 9 困難 - - ○ ○ ○ 0

67 林政課 ながさき森林環境基金管理運営委員会 14 14 3 21.4 ○ ○ ○ 133

5機関 57 34 7 20.6% 5 5 5 722

福祉保健部 

福祉保健部
こども政策局

水産部 

農林部 
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令和５年度 附属機関等の状況（令和６年３月31日現在） （資料２）

【私的諮問機関等】

導入状況
又は

導入機関
の委員数

公募
委員数

比率
委員
名簿

傍聴
結果
公表

決算額

（千円）

備考

公募委員 会議公開

No. 所管 機関名称 委員数

68 監理課 長崎県海砂採取限度量に関する検討委員会 7 困難 - - ○ ○ ○ 634 新設、廃止

69 建設企画課 長崎県入札監視委員会 8 8 3 37.5 ○ ○ ○ 1,388

70 建設企画課 長崎県総合評価審査委員会 15 困難 - - ○ ○ ○ 339

71 都市政策課 長崎駅舎・駅前広場等デザイン検討会議 10 困難 - - ○ × × 69

72 都市政策課 長崎県公共事業等デザイン支援会議 5 困難 - - ○ × × 132

73 都市政策課 「長崎市中央部・臨海地域」都市再生委員会 12 困難 - - ○ ○ ○ 0

74 都市政策課 長崎駅周辺エリアデザイン調整会議 12 困難 - - ○ × × 99

75 道路建設課 島原半島地域の交通機能強化検討委員会 20 困難 - - ○ ○ ○ 0

76 道路建設課 西彼杵道路計画検討委員会 9 困難 - - ○ ○ ○ 0

77 住宅課 長崎県住宅政策懇談会 0 困難 - - ○ ○ ○ 0

78 住宅課
川口アパート建替事業公募型プロ
ポーザル委員会

6 困難 - - ○ × ○ 41 廃止

11機関 104 8 3 37.5% 11 7 8 2,702

79 会計課 長崎県政府調達苦情検討委員会 3 困難 - - ○ × ○ 0

1機関 3 0 0 - 1 0 1 0

80 管理部 長崎県営バス経営評価委員会 5 困難 - - ○ × × 0

1機関 5 0 0 - 1 0 0 0

81 教育政策課 長崎県教育振興会議 10 困難 - - ○ ○ ○ 68

82 教育政策課 第六期長崎県教育振興懇話会 19 19 2 10.5 ○ ○ ○ 582 廃止

83 義務教育課 長崎県教職の魅力化作戦会議 12 困難 - - ○ ○ ○ 217 新設

84 高校教育課 これからの離島留学検討委員会 13 困難 - - ○ ○ ○ 450 新設、廃止

85 児童生徒支援課 長崎県不登校支援協議会 18 困難 - - ○ ○ ○ 99

86 生涯学習課 第五次長崎県子ども読書活動懇談会 8 8 1 12.5 ○ ○ ○ 76 新設、廃止

6機関 80 27 3 11.1% 6 6 6 1,492

86機関 1,372 408 69 16.9% 77 53 69 56,167

出納局 

交通局 

教育庁 

総計

土木部 
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女性委員の状況【附属機関】（令和６年４月１日現在） （資料３）

※「番号」欄については、資料１における番号

番号 所管 機関名称 委員数 女性委員数 比率

1 総務文書課 長崎県公益認定等審議会 5 3 60.0%

2 総務文書課 長崎県行政不服審査会 5 2 40.0%

3 県民センター 長崎県情報公開審査会 5 2 40.0%

4 県民センター 長崎県個人情報保護審査会 5 3 60.0%

5 学事振興課 長崎県公立大学法人評価委員会 5 3 60.0%

6 学事振興課 長崎県私立学校審議会 13 6 46.2%

7 財政課 長崎県政策評価委員会 6 4 66.7%

8 税務課 長崎県固定資産評価審議会 12 6 50.0%

56 29 51.8%

9 防災企画課 長崎県防災会議 68 9 13.2%

10 基地対策・国民保護課 長崎県石油コンビナート等防災本部 24 0 0.0%

11 基地対策・国民保護課 長崎県国民保護協議会 57 8 14.0%

149 17 11.4%

12 土地対策室 長崎県国土利用計画審議会 13 6 46.2%

13 土地対策室 長崎県土地利用審査会 7 4 57.1%

20 10 50.0%

14 観光振興課 長崎県観光審議会 16 7 43.8%

15 スポーツ振興課 長崎県スポーツ推進審議会 20 8 40.0%

36 15 41.7%

16 県民生活環境課 長崎県環境審議会 30 11 36.7%

17 男女参画・女性活躍推進室 長崎県男女共同参画審議会 20 12 60.0%

18 交通・地域安全課 長崎県交通安全対策会議 23 10 43.5%

19 食品安全・消費生活課 長崎県消費生活審議会 18 12 66.7%

20 食品安全・消費生活課 長崎県食育推進県民会議 27 19 70.4%

21 食品安全・消費生活課 長崎県食品安全・安心委員会 17 8 47.1%

22 地域環境課 長崎県環境影響評価審査会 12 5 41.7%

147 77 52.4%

23 福祉保健課 長崎県福祉保健審議会 37 17 45.9%

24 地域保健推進課 長崎県感染症診査協議会 58 18 31.0%

25 医療政策課 長崎県医療審議会 22 6 27.3%

26 医療政策課 長崎県がん登録委員会 12 3 25.0%

27 医療人材対策室 長崎県准看護師試験委員会 7 3 42.9%

28 薬務行政室 長崎県薬事審議会 12 3 25.0%

29 国保・健康増進課 長崎県後期高齢者医療審査会 9 3 33.3%

30 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険審査会 9 5 55.6%

31 国保・健康増進課 長崎県指定難病審査会 26 1 3.8%

32 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険運営協議会 11 3 27.3%

33 長寿社会課 長崎県介護保険審査会 24 14 58.3%

34 障害福祉課 長崎県障害者施策推進協議会 20 9 45.0%

35 障害福祉課 長崎県精神保健福祉審議会 16 8 50.0%

36 障害福祉課 長崎県精神医療審査会 31 5 16.1%

37 障害福祉課 長崎県障害者介護給付費等不服審査会 5 2 40.0%

38 障害福祉課 障害のある人の相談に関する調整委員会 19 7 36.8%

39 障害福祉課
障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づ
くり推進会議

34 11 32.4%

352 118 33.5%

40 こども未来課 長崎県子育て条例推進協議会 36 16 44.4%

41 こども未来課 長崎県少年保護育成審議会 15 5 33.3%

42 こども未来課 長崎県幼保連携型認定こども園審議会 6 3 50.0%

57 24 42.1%

43 産業政策課 長崎県研究事業評価委員会 8 3 37.5%

44 雇用労働政策課 長崎県職業能力開発審議会 15 6 40.0%

23 9 39.1%

45 漁港漁場課 長崎漁港管理会 12 4 33.3%

12 4 33.3%

46 林政課 長崎県森林審議会 15 7 46.7%

15 7 46.7%

総務部

地域振興部

文化観光国際部

県民生活環境部

福祉保健部

福祉保健部こども政策局

産業労働部

水産部

農林部

危機管理部
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女性委員の状況【附属機関】（令和６年４月１日現在） （資料３）

※「番号」欄については、資料１における番号

番号 所管 機関名称 委員数 女性委員数 比率

47 監理課 長崎県建設工事紛争審査会 12 6 50.0%

48 建設企画課 長崎県公共事業評価監視委員会 7 3 42.9%

49 都市政策課 長崎県美しい景観形成審議会 18 8 44.4%

50 都市政策課 長崎県都市計画審議会 20 4 20.0%

51 都市政策課 長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会 10 1 10.0%

52 港湾課 長崎県地方港湾審議会 32 4 12.5%

53 河川課 長崎県水防協議会 15 2 13.3%

54 建築課 長崎県建築審査会 7 3 42.9%

55 建築課 長崎県建築士審査会 5 2 40.0%

56 建築課 長崎県開発審査会 7 4 57.1%

57 用地課 長崎県土地収用事業認定審議会 5 3 60.0%

138 40 29.0%

58 義務教育課 長崎県教科用図書選定審議会 20 11 55.0%

59 生涯学習課 長崎県立長崎図書館協議会 8 6 75.0%

60 生涯学習課 長崎県社会教育委員会 14 8 57.1%

61 学芸文化課 長崎県文化財保護審議会 17 7 41.2%

59 32 54.2%

６１機関 1,064 382 35.9%

1,034 377 36.5%

※１　市町長や県議会議員など公選による職が３割以上を占める長崎県都市計画審議会（50番）並びに宅地所有者及び借地
  　 権者が委員となる長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会（51番）を除く。

教育庁

総計

土木部

うち第４次長崎県男女共同参画基本計画の進捗状況　　対象：５９審議会（※１）
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公募委員導入が困難な理由（令和６年３月31日現在）
（資料４）

【附属機関】 ※「番号」欄については、資料１における番号

番号 所管 機関名称 公募委員導入困難な理由

1 総務文書課 長崎県公益認定等審議会
　法律、会計及び公益法人に係る活動の有識者から選任するものであるが、公益法人の認定、監督
処分等の判断を行うなど重要な役割を担う機関であり、公正な判断を担保するためにも、人選は慎
重に行う必要があり、公募による選任は適さない。

2 総務文書課 長崎県行政不服審査会
　行政処分の適法性及び妥当性を検証する委員には、法律又は行政の実務に関する専門性が求めら
れており、公募による選任は不適当と判断されたため。

3 県民センター 長崎県情報公開審査会
　行政処分の適法性及び妥当性を検証する委員には、法律又は行政の実務に関する専門性が求めら
れ、公募による選任は適さないため。

4 県民センター 長崎県個人情報保護審査会
　行政処分の適法性及び妥当性を検証する委員には、法律又は行政の実務に関する専門性が求めら
れ、公募による選任は適さないため。

5 学事振興課 長崎県公立大学法人評価委員会 　教育研究又は経営に関し学識経験を有することが求められているため。

6 学事振興課 長崎県私立学校審議会 　教育に関し学識経験を有することが必須であり、公募にはなじまないため。

7 財政課 長崎県政策評価委員会
　県が行った個別事業の評価結果を審議対象としており、分野も多岐にわたり、行政に関する見識
も必要となることから、国や地方公共団体の各種審議会等への委員就任経験や公共団体の調査研究
に従事するなど、行政に携わった経験を有する方々から選任する必要があるため。

8 税務課 長崎県固定資産評価審議会 　地方税法第401条の２第４項により、専門性が必要な機関であり、公募になじまないため。

9 防災企画課 長崎県防災会議 　委員資格が災害対策基本法により指定されているため。

10 基地対策・国民保護課 長崎県石油コンビナート等防災本部 　委員資格が石油コンビナート等災害防止法により職務指定されているため。

11 基地対策・国民保護課 長崎県国民保護協議会 　委員資格が、国民保護法により職務指定されているため。

13 土地対策室 長崎県土地利用審査会
　法により委員人数や専門分野等及び土地利用や地価等に関して経験や専門知識を有することが定
められているため。

18 交通・地域安全課 長崎県交通安全対策会議
　交通安全対策基本法、長崎県交通安全対策会議条例で、委員となるべき者が指定されていること
から公募制度は導入できないため。

22 地域環境課 長崎県環境影響評価審査会 　環境影響評価には高い専門性を有することから、公募による選任は適さないと判断したため。

24 地域保健推進課 長崎県感染症診査協議会

　感染症法に基づく、就業制限や入院勧告、結核医療費の公費申請に係る審議を行う機関であり、
感染症指定医療機関の医師、感染症医療に関する有識者、法律に関し学識経験を有するもの並びに
医療及び法律以外の学識経験を有するものから選任する必要がある（感染症法第24条）ことか
ら、公募による選任は適さないと判断したため。

26 医療政策課 長崎県がん登録委員会
　がん登録の推進について協議する機関であり、がん及び個人情報の保護に関する有識者から選任
する必要があることから、公募による選任は適さないと判断したため。

27 医療人材対策室 長崎県准看護師試験委員会 　試験問題及び合否判定の機密保持のため。

28 薬務行政室 長崎県薬事審議会 　審議事項は医薬品等に関する専門的な内容のものが多く、公募になじまないため。

29 国保・健康増進課 長崎県後期高齢者医療審査会
　行政処分に対する不服申立を法令に基づき審理・裁決する第三者的機関であり、判断の専門性・
公平性の観点から公募になじまないため。

30 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険審査会
　行政処分に対する不服申立を法令に基づき審理・裁決する第三者的機関であり、判断の専門性・
公平性の観点から公募になじまないため。

31 国保・健康増進課 長崎県指定難病審査会 　高度の専門性、特殊性が求められ、県内において委員対象者が限られるため。

32 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険運営協議会
　被保険者、保険医等、公益、被用者保険保険者の代表として意見をいただく必要があり、関係団
体からの推薦により委員を選任しているため。

35 障害福祉課 長崎県精神保健福祉審議会
　長崎県精神保健福祉審議会条例第２条により、委員構成が定められており、知事が任命するた
め。

36 障害福祉課 長崎県精神医療審査会
　法第13条の規定に基づいた委員を構成するため、公的機関及び各団体からの推薦に基づく必要
があるため。

37 障害福祉課 長崎県障害者介護給付費等不服審査会
　個々の障害状態の判断など、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者である必要が
あるため。

38 障害福祉課 障害のある人の相談に関する調整委員会 　障害のある人に対する差別事案の解決のため、専門的な知見を要するため。

42 こども未来課 長崎県幼保連携型認定こども園審議会
　委員の選定については、幼児の教育及び保育に関し、学識経験を有する者のうちから知事
が任命するため。

43 産業政策課 長崎県研究事業評価委員会
　県研究機関が行う研究開発について、その必要性、研究手法の効率性、有効性などについ
て事前評価、途中評価および事後評価のためには高度な専門性が求められるため。

47 監理課 長崎県建設工事紛争審査会
　建設工事の請負契約に関する紛争を処理する機関であり、中央公正の立場に加え、請負契
約、建設工事等についての専門的識見が必要であるため。

50 都市政策課 長崎県都市計画審議会
　長崎県都市計画審議会は、都市計画（土地の規制）に関する重要な項目を審議する機関で
あり、審議には高度な専門性・特殊性が要求されるため。

51 都市政策課 長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会 　土地区画整理法第58条に委員資格の規定があるため。

52 港湾課 長崎県地方港湾審議会
　長崎県地方港湾審議会は、当該港湾に関する重要事項を審議する機関であり、審議には高
度な専門性・特殊性が要求されるため。

53 河川課 長崎県水防協議会
　水防法及び長崎県水防協議会条例により委員の構成が指定されている。また、委員には高
度な専門性・特殊性が求められ、委員対象者が限定されるため。

54 建築課 長崎県建築審査会
　準司法的な判断を行い、審議の結果が個人の利害に直結するため、公平性、中立性及び倫
理性が強く求められ公募になじまないため。

55 建築課 長崎県建築士審査会
　準司法的な判断を行い、審議の結果が個人の利害に直結するため、公平性、中立性及び倫
理性が強く求められ公募になじまないため。

56 建築課 長崎県開発審査会
　都市計画法第78条第３項の規定に基づき、委員の人数、構成について、法の定めがあり、
公募になじまないため。

57 用地課 長崎県土地収用事業認定審議会
　委員は各分野の学識経験者から選任する（長崎県土地収用事業認定審議会条例第２条）必
要があり、公募方式よりも関係分野の団体等推薦が適しているため。

58 義務教育課 長崎県教科用図書選定審議会
　委員は教育に関する専門的知識を有する(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す
る法律施行令第９条)必要があり、公募になじまないため。

61 学芸文化課 長崎県文化財保護審議会 　文化財に係る高度な専門知識を必要とするため。
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公募委員導入が困難な理由（令和６年３月31日現在）
（資料５）

【私的諮問機関等】 ※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

番号 所管 機関名称 公募委員導入困難な理由

1 広報課 広報外部評価委員会
　県民からの意見は、常時アンケートなどを実施して広報活動に反映させている。当委員会は、よ
り専門的な立場からの意見を求めることが目的で、公募委員はそぐわない。

2 政策企画課 長崎県まち・ひと・しごと創生対策懇話会
　委員選定基準（国が手引き等で望ましいとする「産官学金労言」の分野や地域（住民）の視点か
ら意見をいただける方から選定）のとおり、各分野の有識者により構成することが望ましいため。

4 ＩＲ室 九州・長崎ＩＲ区域整備推進有識者会議
　委員選定基準（財務や地域経済、交通・都市計画、観光・MICE、ギャンブル依存症対策等の各
分野の実務に詳しく、また、九州内、県内の状況にも詳しい有識者を選定）のとおり、各分野の有
識者により構成することが望ましいため。

5 総務文書課 長崎県出資団体点検評価委員会
　県出資団体が自ら行う経営評価や診断表の分析等に対し検証を行う委員は、会計や税務の実務に
関する専門的知見を有する者が求められ、公募による選任は適さないと判断したため。

6 人事課 長崎県コンプライアンス委員会 　専門的識見を要し、個人情報保護の必要性があるため。

8 交通政策課 長崎県離島航空路線協議会 　県内離島路線に対する見識が不可欠であるため。

9 交通政策課 長崎県離島基幹航路運賃対策協議会 　船舶関係の高度な専門知識が必要なため。

10 交通政策課 長崎県新船建造費等検証委員会 　専門的な見識を必要とするため公募になじまない。

11 交通政策課 長崎県運輸事業振興協議会 　専門的な見識を必要とするため公募になじまない。

13 交通政策課 長崎県離島航空路線再生協議会
　県内離島航空路線維持存続のための喫緊の課題を協議するものであり、県内離島路線に対する見
識が不可欠であるため。

14 交通政策課 長崎県長崎空港２４時間化推進委員会
　長崎空港の２４時間化を推進するため、目的に賛同する各分野の団体の代表者を委員とするた
め。

15 交通政策課 長崎県地域公共交通活性化協議会 　法律により構成員が規定されているため。

16 文化振興・世界遺産課 長崎県博物資料価格評価委員会
　収集する資料の価格が妥当であるか判断するには、分野に応じた相当の専門的知識が必要である
ため。

17 文化振興・世界遺産課 長崎県博物資料収集委員会
　収集する資料が妥当なものであるか判断するには、分野に応じた相当の専門的知識が必要である
ため。

18 文化振興・世界遺産課 長崎県美術資料価格評価委員会 　収集する美術資料の価格が妥当であるか判断するには、相当の専門的知識が必要であるため。

19 文化振興・世界遺産課 長崎県美術資料収集委員会 　収集する資料を適正に評価するには、相当の専門的知識が必要であるため。

21 生活衛生課 長崎県クリーニング師試験委員会
　試験問題作成・合否判定などを行うにあたり、専門性及び公平性が求められることから、公募に
よる選任は適さないと判断したため。

22 生活衛生課 長崎県油症対策委員会
　油症患者の認定診査を行うため、委員は全て学術経験者（医師）で構成している。委員には油症
に関する幅広い知識が必要とされているが、条件を満たす医師は極めて少なく、公募は困難である
ため。

23 生活衛生課 長崎県製菓衛生師試験委員会
　県に製菓に対する専門知識を持つ者がおらず、公募する際の選定基準の作成が困難である。ま
た、現在製菓の分野では、専門知識を有する長崎県菓子工業組合に委員の推薦を依頼しており、現
状が最適といえる。

25 地域環境課 大村湾環境保全・活性化会議 　各関係分野ごとに専門的知見を有すると判断される者を選定するため。

26 資源循環推進課 長崎県廃棄物処理施設専門委員会
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁等に関す
る専門的知識を有する者とされているため。

28 自然環境課 「緑といきもの賑わい事業」検討委員会 　専門性が高い見識を有する委員によって構成する必要があるため。

29 自然環境課 長崎県希少野生動植物の保護・保全に関する検討委員会 　専門性が高い見識を有する委員によって構成する必要があるため。

32 福祉保健課 長崎県再犯防止推進ネットワーク協議会
　再犯防止に関する有識者から選任する必要があることから、公募による選任は適さないと判断し
たため。

33 地域保健推進課 長崎県感染症対策委員会
　本委員会は、感染症対応を専門的に協議する機関であり、個別具体的（個人、施設）に感染症に
関して対応を協議することもある。委員構成は国の通知に基づき検討しているうえ、それぞれの分
野の有識者から選任する必要があることから、公募による選任は適さないと判断したため。

34 医療政策課 長崎県保健医療対策協議会 　長崎県保健医療対策協議会設置要綱第3条の規定に基づき構成員が定められているため。

35 医療政策課 長崎県地域保健医療対策協議会 　地域保健医療対策協議会設置要綱第3条の規定に基づき構成員が定められているため。

36 医療政策課 長崎県精度管理専門委員会
　医師または臨床検査技師の免許を持っているか、それと同程度に精度管理に精通している必要が
あり、かつ登録衛生検査所への立入検査を行うことがあるため適格者が限定されるため。

38 医療政策課 長崎県地域医療構想調整会議 　本会議での協議内容は、高度な専門知識を必要とするため。

40 医療人材対策室 長崎県ナースセンター事業運営委員会
　本委員会の構成については、H10.7.3の厚生省健康政策局長通知にメンバー規定がされており、
それに基づき「長崎県ナースセンター事業運営委員会設置要綱」の中で構成メンバーを定めている
ため。

44 長寿社会課 長崎県高齢者虐待防止・身体拘束ゼロ作戦推進会議 　専門性が求められるとともに、個人情報を取り扱うため。

46 長寿社会課 長崎県介護事業所認証評価制度検討委員会
　介護事業所の職場環境について審査を行う機関であり、事業所運営や人材育成等に関する有識者
を選任する必要があることから公募による選任は適さないと判断しているため。

48 障害福祉課 長崎県手話言語施策推進協議会
　手話に関する有識者や障害者関係団体の代表者等から選任する必要があることから、公募による
選任は適さないと判断したため。

49 原爆被爆者援護課 長崎県健康管理手当等認定審査会
　医学的に高度な専門知識が必要なため、長崎県医師会から推薦を受けており、公募の必要性はな
いと考える。

50 原爆被爆者援護課 長崎県被爆体験者精神医療受給者証審査会 　精神科の専門知識を要するため、県精神病院協会などから推薦を受けるため。

51 こども未来課 長崎県幼児教育推進懇話会 　幼児教育にかかる意見を聞くため、関係機関や専門的な知識を持った委員が必要。

52 こども家庭課 長崎県発達障害児・者総合支援推進会議
　発達障害児・者支援に関する具体的な方策の検討や関係機関の連携に関する協議を行うため、関
係機関や専門的な知識を持った委員が必要。

53 こども家庭課 長崎県DV対策等推進会議 　専門的な見識を必要とするため、公募になじまない。
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公募委員導入が困難な理由（令和６年３月31日現在）
（資料５）

【私的諮問機関等】 ※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

番号 所管 機関名称 公募委員導入困難な理由

57 水産経営課 沿岸漁業改善資金地区運営協議会
　漁業技術等に関する高度の専門性、特殊性が求められ、県内において委員対象者が限定されるた
め。また、協議内容について、個人の資産内容等に関する個人情報が含まれており、公募による構
成員の選定は馴染まないと考えられるため。

58 水産経営課 長崎県漁業経営改善計画認定審査委員会

　委員は、水産庁長官通知(平成14年7月1日付け14水漁第739号)に基づき、6名を関係機関、1名
を法律上守秘義務を負う外部専門家（税理士）から選任した。委員会において協議するのは漁業者
等の財産・信用に関する事項であり、協議内容が部外秘であるところから、守秘義務を課すことが
困難な公募委員を選任することはできない。

59 水産経営課 長崎県漁業士認定委員会
　漁業士としての適格性等について、職歴、経営状況等の個人情報を基に水産業の実情を熟知した
組織にかかる委員が個別審査する機関であるため。

61 水産経営課 スマート漁業等推進会議 　漁業者の財務状況などの個人情報を扱うため。

62 水産加工流通課 長崎魚市場高度衛生化施設整備検討委員会
　本委員会は長崎魚市場の高度衛生化施設整備という特定の事業を実施していく上での課題を検証
し、整備内容や管理運営方法を事業に反映させるための専門的な知見に基づく協議が求められるた
め。

64 農政課 長崎県普及指導活動外部評価会議
　委員については、「共同農業普及事業」、「普及指導活動」について、一定の理解が必要なた
め。

65 農山村振興課 長崎県中山間地域等振興対策審査委員会
　委員には公平性・中立性・倫理性が求められ、利害関係者への影響等が懸念されること等から導
入困難。

66 畜産課 長崎県蜜蜂転飼調整委員会 　委員には蜜蜂に関する専門的知識が必要とされ、公募にはなじまないと考えられるため。

70 建設企画課 長崎県総合評価審査委員会
　総合評価落札方式に知識があり、技術的学識経験を有し、特に公正中立の立場で客観的に意見を
述べることができる者であるため。

71 都市政策課 長崎駅舎・駅前広場等デザイン検討会議
　都市計画、景観、まちづくり等の各分野において高度の専門性が求められ、委員対象者が限定さ
れるため。

72 都市政策課 長崎県公共事業等デザイン支援会議
　建築、都市計画、土木、緑地等のデザイン分野において高度の専門性が求められ、委員対象者が
限定されるため。

73 都市政策課 「長崎市中央部・臨海地域」都市再生委員会
　都市計画、交通計画、まちづくり、景観、歴史･文化、観光、経済・商業等の各分野において高
度の専門性が求められ、委員対象者が限定されるため。

74 都市政策課 長崎駅周辺エリアデザイン調整会議
　都市計画、景観、まちづくり等の各分野において高度の専門性が求められ、委員対象者が限定さ
れるため。

75 道路建設課 島原半島地域の交通機能強化検討委員会
　島原半島地域の交通機能強化を検証する委員には、島原半島地域の産業や交通等に関する専門性
が求められており、公募による選任は適さないと判断したため。

76 道路建設課 西彼杵道路計画検討委員会
　西彼杵道路計画を検証する委員には、西彼杵地域の産業や道路計画に関する専門性が求められて
おり、公募による選任は適さないと判断したため。

77 住宅課 長崎県住宅政策懇談会
　住宅政策を検証する委員には、住宅やまちづくりに関する専門性が求められており、公募による
選任は適さないと判断したため。

79 会計課 長崎県政府調達苦情検討委員会
　入札及び契約制度に関する基礎知識を必要とし、委員会の是正策が関係者に利害関係をもたらす
ため、外部からの影響を受けないものであることが必要であり、公平性、中立性が強く求められる
ことから公募に適さない。

80 交通局管理部 長崎県営バス経営評価委員会
　公営交通事業の経営評価及び民間的な経営手法の導入など、経営に関する専門的分析・意見が必
要であるため。

81 教育政策課 長崎県教育振興会議
　教育全般への専門的見識が必要なため、各関係機関の専門家に就任をお願いしており、公募には
なじまないため。

83 義務教育課 長崎県教職の魅力化作戦会議 　一定の教育分野に関する知見、理解等が必要であるため。

85 児童生徒支援課 長崎県不登校支援協議会
　構成員については、不登校児童生徒に関する専門性が求められており、公募による選任は適さな
いと判断したため。
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公募委員導入率が20％未満の機関における状況（令和６年３月31日現在）
（資料６）

【附属機関】 ※「番号」欄については、資料１における番号

番号 所管 機関名称
委員
総数

公募
内数

公募率 公募の状況等（20％達成できない理由）

12 土地対策室 長崎県国土利用計画審議会 13 2 15.4%
　専門分野に限定された委員の選定が必要である
ため。

14 観光振興課 長崎県観光審議会 16 3 18.8%
　直近の公募以降、公募以外の委員が１名増えた
ため（増員前は20.0％）。

16 県民生活環境課 長崎県環境審議会 30 5 16.7%
　本審議会においては、専門的な分野を審議する
必要があることから、公募委員の割合が限定され
る。

20 食品安全・消費生活課 長崎県食育推進県民会議 27 3 11.1%
　食育を県民運動として展開していくために多く
の食育関係団体等の協力を必要としているため、
これ以上、公募枠を増やすことは困難である。

21 食品安全・消費生活課 長崎県食品安全・安心委員会 17 3 17.6%

　食品の生産から流通に至るあらゆる場面で食品
の安全・安心の対策を講じているため、関連組織
から幅広く選定する必要がある。このため、これ
以上公募枠を増やすことは困難である。

23 福祉保健課 長崎県福祉保健審議会 37 2 5.4%
　公募委員は、自らの体験や意見が広く活かせる
分科会の委員とし、専門の知識が必要な分科会に
属さない委員の20％程度とした。

25 医療政策課 長崎県医療審議会 22 3 13.6%

　本審議会の委員構成は、医療を提供する者（医
師、歯科医師、薬剤師）、学識経験者、医療を受
ける者から構成されており、公募委員について
は、医療を受ける者の委員8名中３名であり、
20％を上回っている。

33 長寿社会課 長崎県介護保険審査会 24 2 8.3%
　行政側の代表である市町村代表と要介護認定に
関する審査を行う際に専門性、中立性が求められ
る公益代表は公募対象としないため。

39 障害福祉課
障害のある人もない人も共に生きる
平和な長崎県づくり推進会議

35 3 8.6%
　障害のある人に対する差別事案の解決のため、
専門的な知見を要する人材が必要であるため。

40 こども未来課 長崎県子育て条例推進協議会 36 3 8.3%

　長崎県子育て条例に関する取組を関係団体と連
携して推進する為に設置した協議会であり、公募
委員を除く委員として現状の33名が必要である。
公募委員の割合を20％以上にする為には、公募委
員を９名としなければならないが、委員総数42名
となり会議運営が困難である。

41 こども未来課 長崎県少年保護育成審議会 15 2 13.3%
　委員の数は20名以内であり、公募人員を3名程
度として募集したが、採用者が２名となったも
の。

45 漁港漁場課 長崎漁港管理会 12 2 16.7%

　長崎漁港の維持管理に関する重要事項を調査・
審議する目的で設置されているため、長崎漁港の
利用関係者を中心に任命しており、公募枠増は困
難である。

48 建設企画課 長崎県公共事業評価監視委員会 7 1 14.3%

　条例第９条に規定する委員は７名以内で、各分
野（技術、法律、経済、環境、地方自治、景観）
の専門家６名とその他一般１名を任命しており、
その他の１名を一般世論の代表として公募により
選任している。各分野の専門家についても公募は
考えられるが、専門性などを踏まえると、公募に
よる選任が適当でないと判断している。

49 都市政策課 長崎県美しい景観形成審議会 18 2 11.1%
　４名の委員を公募したものの、書類（小論文）
審査・面接審査の結果、適任者が2名にとどまった
ため。
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公募委員導入率が20％未満の機関における状況（令和６年３月31日現在）
（資料７）

【私的諮問機関等】 ※「番号」欄については、資料２における番号

番号 所管 機関名称
委員
総数

公募
内数

公募率 公募の状況等（20％達成できない理由）

3 政策企画課 新しい長崎県づくり懇話会 14 2 14.3%
　意見を徴取する分野が多岐にわたり、各分野か
ら委員を選定する関係上、結果として公募委員数
が２名となった。

12 交通政策課 長崎県離島航路対策協議会 39 3 7.7%

　要綱に基づく内容を協議するため、委員には、
運航事業者、業界団体、関係市町は必須であり、
構成の割合を考慮して公募委員は３名としてい
る。

30 福祉保健課 長崎県福祉のまちづくり推進協議会 20 3 15.0%

　本協議会では専門的な意見を求めることから、
各分野から幅広く構成されており、協議会の運営
や本協議会のバランスを考慮し公募委員を３名と
した。

31 福祉保健課
長崎県福祉サービス第三者評価推進
会議

14 2 14.3%

　本推進会議は、学識経験者、福祉サービス事業
者、利用者団体代表等の専門的な知識を有する委
員で公募委員のバランスを考慮して２名程度の募
集としている。

41 薬務行政室 長崎県献血推進協議会 30 2 6.7%

　本協議会の委員は、各界、各層から幅広く就任
いただき、委員数も多数にのぼるため、協議会の
運営や職域等のバランスを勘案し、公募委員２～
３名としている。

42 国保・健康増進課 健康ながさき２１推進会議 31 3 9.7%

　各分野の専門的知見を得るため、選定基準の委
員は現行数（約30名）必要。公募委員の割合を
20％超とすると、委員数過多で会議運営に支障が
生じる可能性があるため。

43 国保・健康増進課 長崎県地域・職域連携推進協議会 31 3 9.7%
　専門的知見を得るため、選定基準の委員は現行
数（約30名）が必要。公募委員の割合を20％超に
すると会議構成員が多すぎて運営に支障を来す。

82 教育政策課 第六期長崎県教育振興懇話会 19 2 10.5%
　選考（小論文、面接）の結果、選考基準に満た
なかったため。

86 生涯学習課 第五次長崎県子ども読書活動懇談会 8 1 12.5%
　子ども読書の推進に関する専門的な意見を必要
とするため、有識者の委員を多く指名した。
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

1 総務文書課 長崎県公益認定等審議会 （１） 非該当
　一般社団・財団法人からの公益認定申請、公益法人からの変更認定申請等の事例は常に発生し
うるものであることから、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　一般社団・財団法人からの公益認定申請、公益法人からの変更認定申請等の事例は常に発生し
うるものであることから、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　一般社団・財団法人からの公益認定申請、公益法人からの変更認定申請等の事例に対する審
査、答申等は毎年行われていることから、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　一般社団・財団法人からの公益認定申請、公益法人からの変更認定申請等に対する審査、答申
等を行う機関の設置は法により義務付けられていることから、その他の方法により設置の目的の
達成が可能とはいえない。

（６） 非該当
　一般社団・財団法人からの公益認定申請、公益法人からの変更認定申請等に対する審査、答申
等を行う機関の設置は法により義務付けられていることから、他の附属機関との統合が望ましい
とはいえない。

2 総務文書課 長崎県行政不服審査会 （１） 非該当
　当審査会は行政不服審査法第81条第１項に基づき設置が義務付けられている審査請求案件の諮
問機関であり、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当 　今後も当審査会に対する諮問が予定されており、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　当審査会では、諮問案件に対し実質的な調査審議がなされており、設置の効果が乏しいものと
はいえない。

（５） 非該当
　当審査会の設置は、行政不服審査法第81条第１項の規定により原則として義務付けられてお
り、その他の方法により設置の目的を達成することはできない。

（６） 非該当
　当審査会は、①長崎県情報公開審査会及び②長崎県個人情報保護審査会と設置の目的、所管事
務及び委員の構成が類似しているが、諮問案件を迅速かつ効率的に調査審議することなどを勘案
すると、①又は②の審査会と統合することは望ましくない。

3 県民センター 長崎県情報公開審査会 （１） 非該当
　公文書の開示決定に対する審査請求は常に発生しうるものであることから、所期の目的を達し
たとはいえない。

（２） 非該当
　公文書の開示決定に対する審査請求は常に発生しうるものであることから、必要性が著しく低
下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　公文書の開示決定に対する審査請求の審査、答申等は毎年行われていることから、設置の効果
が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　公文書の開示決定に対する審査請求の趣旨、答申等を行う機関の設置は条例により義務付けら
れていることから、その他の方法により設置の目的の達成が可能とはいえない。

（６） 非該当
　①長崎県個人情報保護審査会及び②長崎県行政不服審査会と設置の目的、所掌事務及び委員の
構成が類似しているが、諮問案件を迅速かつ効率的に調査審議することなどを勘案すると、①又
は②の審査会と統合することは望ましくない。

4 県民センター 長崎県個人情報保護審査会 （１） 非該当
　保有個人情報の開示等決定に対する審査請求は常に発生しうるものであることから、所期の目
的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　保有個人情報の開示等決定に対する審査請求は常に発生しうるものであることから、必要性が
著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　保有個人情報の開示等決定に対する審査請求の審査、答申等は毎年行われていることから、設
置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　保有個人情報の開示等決定に対する審査請求の趣旨、答申等を行う機関の設置は条例により義
務付けられていることから、その他の方法により設置の目的の達成が可能とはいえない。

（６） 非該当
　①長崎県情報公開審査会及び②長崎県行政不服審査会と設置の目的、所掌事務及び委員の構成
が類似しているが、諮問案件を迅速かつ効率的に調査審議することなどを勘案すると、①又は②
の審査会と統合することは望ましくない。

5 学事振興課 長崎県公立大学法人評価委員会 （１） 非該当 　地方独立行政法人法により設置が義務付けられている。

（２） 非該当 　地方独立行政法人法により設置が義務付けられている。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　地方独立行政法人法により設置が義務付けられている。

（５） 非該当 　地方独立行政法人法により設置が義務付けられている。

（６） 非該当
　地方独立行政法人法に基づき、長崎県公立大学法人の業務の実績に関する評価等について、客
観的かつ中立公正に行うことを目的に設置しており、目的等が異なる他の附属機関との統合は困
難

継続
設置

○附属機関等の設置及び運営に関する要綱
　第７条　既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。
　(1) 所期の目的を達したもの
　(2) 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの
　(3) 委員が任命されることなく１年以上経過しているもの
　(4) 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの
　(5) 関係者からの意見聴取その他の方法により、設置の目的の達成が可能なもの
　(6) 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から
　　他の附属機関との統合が望ましいもの

※「番号」欄については、資料１における番号

継続
設置

継続
設置

継続
設置

第7条各号の検討結果及び今後の方向性は以下のとおり。

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

6 学事振興課 長崎県私立学校審議会 （１） 非該当
　私立学校法により私立学校の設置等に関する事項を審議することを目的に設置しており、所期
の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　私立学校法により私立学校の設置等に関する事項を審議することを目的に設置しており、必要
性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当
　私立学校法により私立学校の設置等に関する事項を審議することを目的に設置しており、委員
が任命されている。

（４） 非該当
　私立学校法により私立学校の設置等に関する事項を審議することを目的に設置しており、形式
的で設置の効果が乏しいものとはいえない。

（５） 非該当
　私立学校法により私立学校の設置等に関する事項を審議することを目的に設置しており、関係
者からの意見聴取その他の方法による設置の目的の達成は困難である。

（６） 非該当
　私立学校法により私立学校の設置等に関する事項を審議することを目的に設置しており、目的
等が異なる他の附属機関との統合は困難である。

7 財政課 長崎県政策評価委員会 （１） 非該当
　県の政策評価条例で定められた政策評価を行う機関であり、毎年度において、県が実施する事
務事業（事業群）評価結果を審議対象としているため、所期の目的は達していない。

（２） 非該当
　県の政策評価条例の定めにより、政策評価に関する情報を公表して説明する責任を果たすとと
もに、効果的かつ効率的な行政の推進と県民の視点に立って成果を重視する行政運営を図ること
を目的とする本委員会の必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　毎年度複数回開催して、審議結果を意見書としてとりまとめ、知事に提出しているため設置効
果は高い。

（５） 非該当 　各専門分野の委員による議論が必要であり、委員会による審議が最適である。

（６） 非該当 　設置の目的や所掌事務及び委員の構成が他の附属機関とは異なり統合は難しい。

8 税務課 長崎県固定資産評価審議会 （１） 非該当 　設置が法で定められているため。（地方税法第401条の２）

（２） 非該当 　設置が法定されているため。（地方税法４０１条の２）

（３） 非該当 　委員の任命を行っているため。

（４） 非該当 　設置が法定されているため。（地方税法４０１条の２）

（５） 非該当 　設置が法定されているため。（地方税法４０１条の２）

（６） 非該当 　設置が法定されているため。（地方税法４０１条の２）

9 防災企画課 長崎県防災会議 （１） 非該当 　法により設置が義務付けらけている。

（２） 非該当 　法により設置が義務付けらけている。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　法により設置が義務付けらけている。

（５） 非該当 　法により設置が義務付けらけている。

（６） 非該当 　法により設置が義務付けらけている。

10 基地対策・国民保護課 長崎県石油コンビナート等防災本部 （１） 非該当 　法律により設置が義務付けられているため。

（２） 非該当 　法律により設置が義務付けられているため。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　法律により設置が義務付けられているため。

（５） 非該当 　法律により設置が義務付けられているため。

（６） 非該当 　法律により設置が義務付けられているため。

11 基地対策・国民保護課 長崎県国民保護協議会 （１） 非該当
　法で置くこととされている「国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する」協議会で
あるため。

（２） 非該当
　法で置くこととされている「国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する」協議会で
あるため。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　法で置くこととされている「国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する」協議会で
あるため。

（５） 非該当
　法で置くこととされている「国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する」協議会で
あるため。

（６） 非該当
　法で置くこととされている「国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する」協議会で
あるため。
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

12 土地対策室 長崎県国土利用計画審議会 （１） 非該当 　所期の目的を達成していない。

（２） 非該当 　必要性が低下していない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過していない。

（４） 非該当 　設置の効果が乏しいものではない。

（５） 非該当
　各分野の専門家が国土利用計画法の規定によりその権限に属された事項「国土利用計画（県計
画）及び長崎県土地利用基本計画の策定、改定」を調査審議するものであり、意見聴取で可能な
ものとはいえない。

（６） 非該当
　「国土利用計画（県計画）及び長崎県土地利用基本計画の策定、改定」についての附属機関は
他になく、重複していない。

13 土地対策室 長崎県土地利用審査会 （１） 非該当 　所期の目的を達成していない。

（２） 非該当 　必要性が低下していない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過していない。

（４） 非該当 　設置の効果が乏しいものではない。

（５） 非該当
　各分野の専門家が国土利用計画法に基づく土地取引についての規制区域の設定等についての指
定、解除さらに区域内の土地売買に対して意見を述べる等、個人の財産に対して規制を加える際
の審査を行うものであり、意見聴取で可能なものとはいえない。

（６） 非該当 　土地利用審査についての附属機関は他になく、重複していない。

14 観光振興課 長崎県観光審議会 （１） 非該当 　所期の目的に達していないため。

（２） 非該当 　社会経済情勢の変化等により必要性が増しているため。

（３） 非該当 　審議会を設置した当初から委員が任命されることなく１年以上経過したことはない。

（４） 非該当
　長崎県観光振興基本計画の進捗報告や各市町の観光地づくり実施計画の諮問など行われてお
り、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当 　条例上、審議会での諮問が必要な事項があり、他の方法ではできない。

（６） 非該当 　設置の目的などに重複・類似するものはない。

15 スポーツ振興課 長崎県スポーツ推進審議会 （１） 非該当
　スポーツ基本法に基づく機関であり、今後もスポーツの推進に関する事項を調査審議する必要
があり、所期の目的を達成したとはいえないため。

（２） 非該当 　スポーツ基本法第31条の規定に基づき設置しており、必要性が低下していると言い難いため。

（３） 非該当 　委員は任命されているため。

（４） 非該当
　「ながさきスポーツビジョン」の進捗報告や、県のスポーツの推進に必要な事項の審議が行わ
れており、設置の効果が乏しいとはいえないため。

（５） 非該当 　関係者からの意見聴取だけでは、設置の目的の達成ができないため。

（６） 非該当 　他に類似した附属機関がないため。

16 県民生活環境課 長崎県環境審議会 （１） 非該当
　今後も環境の保全に関する事項等を調査審議する必要があり、所期の目的を達成したとはいえ
ない。

（２） 非該当 　環境保全に関する事項等を審議することの必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員は任期２年で任命している。

（４） 非該当 　毎年度、会議を複数回開催しており、県の環境行政上必要な事項の審議を行っている。

（５） 非該当 　法令上、環境審議会での審議が必要な事項があり、他の方法に代えることはできない。

（６） 非該当 　法令上、設置が義務付けられており、他の機関との統合はできない。

（１） 非該当 　所期の目的に達していないため。

（２） 非該当 　社会経済情勢の変化等により必要性が増しているため。

（３） 非該当 　審議会を設置した当初からこれまで委員を任命している。

（４） 非該当
　長崎県男女参画基本計画の進捗報告や国の動向等を適切に報告し、委員から的確なご意見をい
ただいている。

（５） 非該当
　幅広い分野の社会情勢等を的確に捉え、識見がある方で議論する必要があり、関係者等への意
見聴取等で代替できないため。

（６） 非該当 　設置の目的などに重複・類似するものはない。
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

18 交通・地域安全課 長崎県交通安全対策会議 （１） 非該当 　交通安全対策基本法により、交通安全対策会議は都道府県必置の組織であるため。

（２） 非該当 　交通安全対策基本法により、交通安全対策会議は都道府県必置の組織であるため。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　交通安全対策基本法により、交通安全対策会議は都道府県必置の組織であるため。

（５） 非該当 　交通安全対策基本法により、交通安全対策会議は都道府県必置の組織であるため。

（６） 非該当 　交通安全対策基本法により、交通安全対策会議は都道府県必置の組織であるため。

（１） 非該当 　例年、消費者基本計画に基づく各種施策の進捗状況を審議しており、見直す予定なし。

（２） 非該当 　社会情勢の変化等により必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過した事実はない。

（４） 非該当 　設置の効果は薄れていない。

（５） 非該当 　審議会で討議する必要があり、意見聴取等の方法では目的が達成できない。

（６） 非該当 　目的、所掌事務及び委員の構成が類似する附属機関がないため統合不可。

（１） 非該当 　食育推進計画の目標達成に向けて各事業を推進中であり、設置目的を達成したとはいえない。

（２） 非該当 　社会情勢の変化等により必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過した事実はない。

（４） 非該当 　食育を県民運動として推進するため設置が必要。

（５） 非該当 　必要関係者からの意見聴取等では、設置の目的が達成できない。

（６） 非該当 　他に類似した附属機関は見当たらない。

（１） 非該当 長崎県食品の安全・安心条例第25条により定めた設置目的の達成のため継続が必要。

（２） 非該当 食品の安全・安心についての社会の関心は高まっており、必要性は低下していない。

（３） 非該当 委員が任命されることなく１年以上経過したことはない。

（４） 非該当 設置の効果は薄れていない。

（５） 非該当 委員会で検討する必要があり、意見聴取等の方法では目的を達成できない。

（６） 非該当 目的、所掌事務及び委員の構成が類似する附属機関はなく統合不可。

22 地域環境課 長崎県環境影響評価審査会 （１） 非該当 　今後も環境影響評価案件に関して審査する必要がある。

（２） 非該当 　環境評価の案件を審査する必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員は任期３年で任命している。

（４） 非該当 　毎年度審査会を複数回開催しており、県の環境行政上必要な事項の審査を行っている。

（５） 非該当 　条例上、審査会での審査が必要な事項があり、他の法令ではできない。

（６） 非該当 　条例に基づき設置されたものであり、他の附属機関との統合はできない。

23 福祉保健課 長崎県福祉保健審議会 （１） 非該当 　法律により、必置となっている。

（２） 非該当 　法律により、必置となっている。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　法律により、必置となっている。

（５） 非該当 　法律により、必置となっている。

（６） 非該当 　法律により、必置となっている。

食品安全・消費生
活課

長崎県消費生活審議会

食品安全・消費生
活課

長崎県食育推進県民会議

長崎県食品安全・安心委員会食品安全・消費生
活課
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

24 地域保健推進課 長崎県感染症診査協議会 （１） 非該当 　法により必置

（２） 非該当 　法により必置

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　法により必置

（５） 非該当 　法により必置

（６） 非該当 　法により必置

25 医療政策課 長崎県医療審議会 （１） 非該当 　医療審議会への諮問は今後も継続して行う必要があり、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　医療計画や地域医療構想を始め、審議会の審議事項は今後も多数が予定されており、必要性が
著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　審議内容は実質的であり、知事の諮問に対して答申を行っている。

（５） 非該当 　審議会においては活発な議論が交わされており、意見聴取等の方法では代替できない。

（６） 非該当 　設置目的、所管事務及び委員の構成は他の附属機関と重複せず、統合はできない。

26 医療政策課 長崎県がん登録委員会 （１） 非該当 　法により必置

（２） 非該当 　法により必置

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　法により必置

（５） 非該当 　法により必置

（６） 非該当 　法により必置

27 医療人材対策室 長崎県准看護師試験委員会 （１） 非該当 　保健師助産師看護師法の規定に基づく必置機関である。

（２） 非該当 　保健師助産師看護師法の規定に基づく必置機関である。

（３） 非該当 　常に委員は任命されている状態である。

（４） 非該当 　保健師助産師看護師法の規定に基づく必置機関である。

（５） 非該当 　保健師助産師看護師法の規定に基づく必置機関である。

（６） 非該当 　保健師助産師看護師法の規定に基づく必置機関である。

28 薬務行政室 長崎県薬事審議会 （１） 非該当
　令和３年度施行の改正薬機法により、認定期間が１年の地域連携薬局等に関する重要事項の調
査が審議事項に盛り込まれたため、令和２年度まで休止していた審議会を再開したものであり、
審議会の必要性は高い。

（２） 非該当
　令和３年度施行の改正薬機法により、認定期間が１年の地域連携薬局等に関する重要事項の調
査が審議事項に盛り込まれたため、令和２年度まで休止していた審議会を再開したものであり、
審議会の必要性は高い。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　令和３年度施行の改正薬機法により、認定期間が１年の地域連携薬局等に関する重要事項の調
査が審議事項に盛り込まれたため、令和２年度まで休止していた審議会を再開したものであり、
審議会の必要性は高い。

（５） 非該当
　令和３年度施行の改正薬機法により、認定期間が１年の地域連携薬局等に関する重要事項の調
査が審議事項に盛り込まれたため、令和２年度まで休止していた審議会を再開したものであり、
審議会の必要性は高い。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等はない。

29 国保・健康増進課 長崎県後期高齢者医療審査会 （１） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（２） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（５） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（６） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

30 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険審査会 （１） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（２） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（５） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（６） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

31 国保・健康増進課 長崎県指定難病審査会 （１） 非該当 　継続した審査が必要であることから、所期の目標を達成したものとはいえない。

（２） 非該当
　審査内容が社会経済情勢の変化等に影響を受けるものではないことから、必要性が著しく低下
したとはいえない。

（３） 非該当 　委員の任命は継続して適切に行われている。

（４） 非該当 　審査内容は大変専門的であり、必要性が高く設置の効果が高いため。

（５） 非該当 　法律に基づく設置であり、他の方法で目標達成ができないため。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似したものがないため。

32 国保・健康増進課 長崎県国民健康保険運営協議会 （１） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（２） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（５） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（６） 非該当
　国の法律により、必置の設置義務となっていることから、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

33 長寿社会課 長崎県介護保険審査会 （１） 非該当 　介護保険法の規定に基づく必置機関である。

（２） 非該当 　介護保険法の規定に基づく必置機関である。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　介護保険法の規定に基づく必置機関である。

（５） 非該当 　介護保険法の規定に基づく必置機関である。

（６） 非該当 　介護保険法の規定に基づく必置機関である。

34 障害福祉課 長崎県障害者施策推進協議会 （１） 非該当
　今後も障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進が必要なため所要の目的を達したものと
はいえない。

（２） 非該当
　今後も障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進が必要なため所要の目的を達したものと
はいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な協議会のため効果が乏しい
とはいえない。

（５） 非該当 　各分野の委員の方に参加いただいているため意見聴取だけでは目的が達成できない。

（６） 非該当 　類似している附属機関はない。

35 障害福祉課 長崎県精神保健福祉審議会 （１） 非該当
　今後も社会経済情勢の変化等により審議事案が発生した際に解決が必要なため、所期の目的を
達成したとはいえない。

（２） 非該当
　今後も社会経済情勢の変化等により審議事案が発生した際に解決が必要なため、所期の目的を
達成したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　県政策の企画立案に必要な審議会であり、効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当 　各専門分野の委員の方に参加いただいており、意見聴取だけでは目的が達成できない。

（６） 非該当 　専門性、効率性の確保から必要な審議会である。

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

23



附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

36 障害福祉課 長崎県精神医療審査会 （１） 非該当 　継続した審査が必要であることから、所期の目標を達成したものとはいえない。

（２） 非該当
　審査内容が社会経済情勢の変化等に影響を受けるものではないことから、必要性が著しく低下
したとはいえない。

（３） 非該当 　委員の任命がされている。

（４） 非該当 　審査内容は大変専門的であり、必要性が高く設置の効果が高いため。

（５） 非該当 　法律に基づく設置であり、他の方法で目標達成ができないため。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似したものがないため。

37 障害福祉課 長崎県障害者介護給付費等不服審査会 （１） 非該当
　介護給付費等の処分に対し不服のある障害者または障害児の保護者の審査請求により開催する
ものであるため。

（２） 非該当
　介護給付費等の処分に対し不服のある障害者または障害児の保護者の審査請求により開催する
ものであるため。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　介護給付費等の処分に対し不服のある障害者または障害児の保護者の審査請求により開催する
ものであるため。

（５） 非該当
　介護給付費等の処分に対し不服のある障害者または障害児の保護者の審査請求により開催する
ものであるため。

（６） 非該当
　介護給付費等の処分に対し不服のある障害者または障害児の保護者の審査請求により開催する
ものであるため。

38 障害福祉課 障害のある人の相談に関する調整委員会 （１） 非該当 　今後も差別事案が発生した際に解決が必要なため所期の目的を達したものとはいえない。

（２） 非該当 　今後も差別事案が発生した際に解決が必要なため所期の目的を達したものとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　差別事案が発生した際に解決のために必要な委員会のため効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当 　各分野の委員の方に参加いただいているため意見聴取だけでは目的が達成できない。

（６） 非該当 　類似している附属機関はない。

（１） 非該当 　今後も差別事案の解決が必要なため所期の目的を達したものとはいえない。

（２） 非該当 　今後も差別事案の解決が必要なため必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　差別事案の解決のために必要な会議のため効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当 　各分野の委員の方に参加いただいているため意見聴取だけでは目的が達成できない。

（６） 非該当 　類似している附属機関はない。

40 こども未来課 長崎県子育て条例推進協議会 （１） 非該当

　県民総ぐるみの子育て支援を目指す「長崎県子育て条例」に関する取組について、総合的かつ
計画的に進める為に定めた行動計画についての意見聴取や市町、学校等の、地域の団体と連携し
て推進することを目的に設置されていることから必要性が高く、他の附属機関との統合はできな
い。

（２） 非該当
　社会問題となっている少子化や児童虐待等、子どもを取り巻く環境は厳しい状況にあり、次世
代を担う子どもが夢と希望を持って健やかに成長できる環境を整えることについて協議する機関
として、当協議会の役割は重要となっている。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　法改正等に伴う行動計画の改定やその時期に応じた議題を設定の上、協議を行っている為必要
性が高い。

（５） 非該当
　行政・福祉・教育・経済等各分野の代表、学識経験者等で構成された協議会であり、他の方法
による設置目的の達成はできない。

（６） 非該当 　設置の目的、所掌事務及び委員の構成が類似、又は重複している附属機関は他にはない。

41 こども未来課 長崎県少年保護育成審議会 （１） 非該当 　有害指定の諮問機関であり、有害指定の制度が継続する限り必要な機関である。

（２） 非該当 　有害指定の諮問機関であり、有害指定の制度が継続する限り必要な機関である。

（３） 非該当 　２年に１回の改選等委員の任命も定期的・継続的に行われている。

（４） 非該当 　有害指定の諮問機関であり、検討の上で有害指定に関する答申が行われている。

（５） 非該当
　有害指定の諮問機関という条例上の位置付けからその他の方法では設置の目的が達成できな
い。

（６） 非該当
　有害指定の諮問機関という条例上の位置付けからその他の方法では設置の目的が達成できな
い。

障害福祉課 障害のある人もない人も共に生きる
平和な長崎県づくり推進会議
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

42 こども未来課 長崎県幼保連携型認定こども園審議会 （１） 非該当
　幼保連携型認定こども園の設置認可の際には、当審議会からの意見を聴取する必要があり、設
置認可等の申請については毎年起こりうるため、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　幼保連携型認定こども園の設置認可の際には、当審議会からの意見を聴取する必要があり、設
置認可等の申請については毎年起こりうるため、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任期満了に合わせて適宜任命されている。

（４） 非該当
　幼保連携型認定こども園の設置認可の際には、法令上必ず当審議会からの意見を聴取する必要
があるため、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　幼保連携型認定こども園の設置認可の際には、法令上必ず当審議会からの意見を聴取する必要
があるため、その他の方法で目的が達成できるものではない。

（６） 非該当
　幼保連携型認定こども園の設置認可の際には、法令上必ず当審議会からの意見を聴取する必要
があるため、他の附属機関との統合は不可能。

43 産業政策課 長崎県研究事業評価委員会 （１） 非該当 　県が行う研究事業を調査審議する機関として必要性が低下していないため。

（２） 非該当 　県が行う研究事業を調査審議する機関として必要性が低下していないため。

（３） 非該当 　委員は任命されているため。

（４） 非該当 　委員から質問、意見等積極的な発言がなされ、有意義な委員会となっているため。

（５） 非該当
　政策評価条例で設置が義務付けられており、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図ると
同時に、専門家で構成される当委員会での調査審議が必要であるため。

（６） 非該当 　同内容及び類似の附属機関は存在しないため。

44 雇用労働政策課 長崎県職業能力開発審議会 （１） 非該当 　職業能力の開発に係る調査審議の必要性は低下していないため。

（２） 非該当
　本県産業を支える人材の育成が求められる中、職業能力の開発に係る調査審議の必要性は低下
していないため。

（３） 非該当 　委員は任命されているため。

（４） 非該当
　委員との質疑応答等、会議において積極的な意見交換がなされており、有意義と認められるた
め。（令和５年度については、会議は開催しなかったが、計画内容の１つである「高技専のあり
方」について有識者会議における検討の進捗状況について、委員に対し書面報告を行った。）

（５） 非該当 　事業主、労働者等、各方面からの代表による意見交換、議論等が必要であるため。

（６） 非該当 　職業能力の開発に関して調査審議する附属機関はほかになく、類似するものもないため。

45 漁港漁場課 長崎漁港管理会 （１） 非該当 　所期の目的を達成していないため。

（２） 非該当
　長崎漁港は特定第３種漁港であり、多くの方々に利用されている長崎漁港の適正な維持・管理
を行うため、長崎漁港に関する重要事項について広く県民の意見を徴し審議を行う「長崎漁港管
理会」を設置しており、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は適切に任命（改選）されている。

（４） 非該当 　会の設置目的どおり適切に調査・審議されており、形式的な会ではない。

（５） 非該当 　委員及び漁港管理者との意見交換が必要であり、意見聴取だけでは目的を達成できない。

（６） 非該当 　設置目的・委員構成等が他の附属機関と類似・重複していないため、統合できない。

46 林政課 長崎県森林審議会 （１） 非該当
　本県の森林・林業に係る重要施策推進上の基本計画となる「地域森林計画の樹立・変更」につ
いて、継続的に森林審議会へ諮問する必要があり、目的を達成したとはいえない。

（２） 非該当
　農林業を取り巻く情勢は依然と厳しく、社会情勢の変化に対応していくことが求められること
から、必要性が低下したとものはいえない。

（３） 非該当 　委員を任命し、毎年度審議会を開催している。

（４） 非該当
　毎年度審議会を開催し、県内４地域の地域森林計画（５年毎樹立）の内容や既計画の変更内容
等重要事項について審議しており、形式的なものとはいえない。

（５） 非該当
　森林・林業の基本となる地域森林計画に対して幅広く意見を聴取し施策に反映するため、専門
的知見・見識を持つ関係者だけでなく一般公募委員等を含めて審議を行う必要がある。

（６） 非該当
　森林法により設置が義務付けられたもので、森林・林業に関する重要な計画に対する審議会で
あり、他に類似するものはない。

47 監理課 長崎県建設工事紛争審査会 （１） 非該当
　建設工事の請負契約をめぐるトラブルはなくなることはなく、所期の目的には達していないた
め。

（２） 非該当 　建設工事の請負契約をめぐるトラブルはなくなることはなく、必要性はあるため。

（３） 非該当 　委員の任命は継続的に行っているため。

（４） 非該当 　審査会は準司法機関であり、効果は乏しくないため。

（５） 非該当 　審査会では、弁護士、建築士等の専門家で審理等をするため、他の方法での目的達成は不可。

（６） 非該当 　建設業法第２５条に基づき設置された審査会であるため、他の附属機関との統合は不可。
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

48 建設企画課 長崎県公共事業評価監視委員会 （１） 非該当
　県政策評価条例で定められた政策評価を行う機関であり、また、国土交通省の要領で都道府県
に設置することが定められており、国への公共事業予算要求をするにあたり必要な手続きを行う
機関であるため、継続的に評価監視を行う必要がある。

（２） 非該当
　県政策評価条例で定められた政策評価を行う機関であり、また、国土交通省の要領で都道府県
に設置することが定められており、国への公共事業予算要求をするにあたり必要な手続きを行う
機関であるため、継続的に評価監視を行う必要があり、必要性は変わっていない。

（３） 非該当 　委員の任命を継続的に行っている。

（４） 非該当 　審議機関として重要な役割を担っている。

（５） 非該当 　専門家等で構成する審議会における意見聴取が重要であるため。

（６） 非該当 　他の附属機関とは委員構成が異なるため統合は難しい。

49 都市政策課 長崎県美しい景観形成審議会 （１） 非該当 　景観行政の推進は継続的取組が重要であるため。

（２） 非該当 　交流人口・定住人口の拡大の観点から景観行政の必要性は高いと考えるため。

（３） 非該当 　委員の任命は継続的に行っているため。

（４） 非該当 　付議した案件について、活発な意見交換が行われているため。

（５） 非該当
　委員の意見交換により課題や今後の方向性が整理されるなど、審議が有効に機能しているた
め。

（６） 非該当
　令和元年に長崎県屋外広告物審議会と統合しており、他の附属機関との類似・重複はないた
め。

50 都市政策課 長崎県都市計画審議会 （１） 非該当 　法定の審議会であり、今後も必置である。

（２） 非該当 　法定の審議会であり、今後も必置である。

（３） 非該当 　現在、20名の委員が任命されている。

（４） 非該当 　法定の審議会であり、都市計画の決定・変更に関する具体的な事項が審議されている。

（５） 非該当 　法定の審議会であり、その他の方法では実施できない。

（６） 非該当 　法定の審議会であり、他の機関との統合はできない。

（１） 非該当 　現在事業中である。

（２） 非該当 　土地区画整理法により、設置が義務付けられている（第56条）。

（３） 非該当 　土地区画整理法により、設置が義務付けられている（第57条）。

（４） 非該当 　土地区画整理法により、設置が義務付けられている（第58条）。

（５） 非該当 　土地区画整理法により、設置が義務付けられている（第59条）。

（６） 非該当 　他の附属機関と重複していない。

52 港湾課 長崎県地方港湾審議会 （１） 非該当
　今後も社会経済情勢に応じた県内重要港湾の整備を継続する必要があることから、所期の目的
は失われていない。

（２） 非該当
　県内の重要港湾は、本県の重要な流通拠点としての機能を有しており、今後も重要港湾におけ
る重要事項の調査審議や港湾計画の策定・変更を行う本審議会の必要性は高い。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　審議会では委員から積極的に発言がなされ、活発な議題審議が行われていることから、形式的
な審議会とはなっていない。

（５） 非該当
　重要事項の審議や港湾計画の策定・変更には港湾利用者の多種多様な利害が関係するため、審
議会形式による合意形成が必要であり、関係者からの意見聴取等の方法では設置目的の達成は不
可能である。

（６） 非該当 　設置の目的、所管事務等において他の附属機関と類似・重複しているものはない。

53 河川課 長崎県水防協議会 （１） 非該当 　県の水防計画を審議するため、水防法に基づき附属機関に諮る必要がある。

（２） 非該当 　県の水防計画を審議するため、水防法に基づき附属機関に諮る必要がある。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　水防計画を審議するには法令により附属機関に諮る必要がある。

（５） 非該当 　水防計画を審議するには法令により附属機関に諮る必要がある。

（６） 非該当 　法令により水防協議会が定められており、類似機関との統合はできない。

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

長崎都市計画事業高田南土地区画整
理審議会

51 都市政策課
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

54 建築課 長崎県建築審査会 （１） 非該当 　新たに申請された許可申請や不服申立て等の審査請求に随時対応する必要がある。

（２） 非該当 　新たに申請された許可申請や不服審査に随時対応する必要がある。

（３） 非該当 　委員の任命は継続的に行っているため。

（４） 非該当
　当審査会では、諮問案件に対し実質的な審議がなされており、設置の効果が乏しいものとはい
えない。

（５） 非該当 　意見聴取だけでなく、審査会として同意や裁決をする必要があるため。

（６） 非該当 　他の附属機関とは委員構成が異なるため統合は難しい。

55 建築課 長崎県建築士審査会 （１） 非該当 　毎年行われる建築士試験の合否判定を行うため継続が必要

（２） 非該当 　毎年行われる建築士試験の合否判定を行うため、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員の任命は継続的に行っているため。

（４） 非該当
　当審査会では、諮問案件に対し実質的な審議がなされており、設置の効果が乏しいものとはい
えない。

（５） 非該当 　法律上、審査会での諮問が必要な事項があり、他の方法ではできない。

（６） 非該当 　他の附属機関とは委員構成が異なるため統合は難しい。

56 建築課 長崎県開発審査会 （１） 非該当 　開発行政はまちづくりの上で継続的取組が重要であるため。

（２） 非該当
　人口減少による空家問題などコンパクトシティに対し県民意識は益々高まる状況にあり、必要
性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員の任命は継続的に行っているため。

（４） 非該当 　審議機関として重要な役割を担っているため。

（５） 非該当 　専門家等で構成する審議会における意見聴取が重要であるため。

（６） 非該当 　他の附属機関とは委員構成が異なるため統合は難しい。

57 用地課 長崎県土地収用事業認定審議会 （１） 非該当
　土地収用法第25条の２第２項の意見書が提出された場合、同項の規定により、知事は事業の認
定に関する処分を行うときは本審議会の意見を尊重する必要があることから、所期の目的を達成
したとはいえない。

（２） 非該当
　土地収用法第25条の２第２項の意見書が提出された場合、同項の規定により、知事は事業の認
定に関する処分を行うときは本審議会の意見を尊重する必要があることから、必要性が著しく低
下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任期（２年）満了の都度選任されている。

（４） 非該当
　土地収用法第25条の２第２項の意見書が提出された場合、同項の規定により、知事は事業の認
定に関する処分を行うときは本審議会の意見を尊重する必要があることから、形式的で設置の効
果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　土地収用法第25条の２第２項の規定により、知事は本審議会の意見を聴く必要があることか
ら、その他の方法によることはできない。

（６） 非該当
　本審議会と類似の設置目的、所掌事務及び委員構成を持つ附属機関はないことから、行政の総
合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ましいとはいえない。

58 義務教育課 長崎県教科用図書選定審議会 （１） 非該当 　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条により必置のため。

（２） 非該当 　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条により必置のため。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条により必置のため。

（５） 非該当 　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条により必置のため。

（６） 非該当 　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条により必置のため。

59 生涯学習課 長崎県立長崎県図書館協議会 （１） 非該当
　本機関の目的が館長の諮問に応じるとともに館長に対し意見を述べることであることから、こ
の項目は該当しない。

（２） 非該当
　県立図書館の運営等については進捗状況等の報告をもとに協議を行い、より望ましい在り方を
求めていくものであることから、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　第１回協議会での意見等を踏まえ、第２回協議会でそれまでの改善点や進捗状況等の協議を行
うことで、より優れた図書館運営を目指していることから、効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　県立図書館の運営等については委員からの専門的な助言を受け、相互に意見交換を行うこと
で、より内容の深い協議になることから、この項目には該当しない。

（６） 非該当
　県立図書館の運営等に対して専門的な意見を述べる機関として設置しており、目的等が類似し
ている他の附属機関もない。
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附属機関等の見直し検討状況【附属機関】（令和６年３月31日現在） （資料８）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料１における番号

60 生涯学習課 長崎県社会教育委員の会議 （１） 非該当
　社会教育委員会は、社会教育法15条及び17条で、社会教育に関し教育委員会に助言するため委
嘱するとされている。

（２） 非該当

　長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025や第四期教育振興基本計画、長崎県教育大綱では、
つながりが創る豊かな教育をテーマに掲げ、学校・家庭・地域をはじめ多様な関係者が「つなが
り」を深めながら、未来を担う子供たちを地域総がかりで育んでいくことを目指しており、社会
教育委員会の果たすべき役割は大きい。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　年３回の委員会では、県教委への答申の推進状況に関して充実した協議が行われている。ま
た、定例の会議以外にも、研修会に参加するなど活発な活動が行われている。

（５） 非該当
　社会教育委員は独任制であり、一堂に会した委員の会議において、日頃の実践をもとに協議す
ることが重要である。

（６） 非該当 　統合すべき附属機関は存在しない。

61 学芸文化課 長崎県文化財保護審議会 （１） 非該当
　文化財の保存・活用に関する重要事項について調査審議を実施するため、目的を達したとはい
えない。

（２） 非該当
　文化財の保存・活用に関する重要事項について調査審議を実施するため、必要性が著しく低下
したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過していない。

（４） 非該当
　文化財の保存・活用に関する重要事項について調査審議を実施するため、形式設置とはいえな
い。

（５） 非該当
　文化財の保存・活用に関する重要事項について調査審議を実施するため、高度な専門知識が必
要であるため。

（６） 非該当
　文化財の保存・活用に関する重要事項について調査審議を実施するため、他の附属機関との統
合はできないため。

継続
設置

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

1 広報課 長崎県広報外部評価委員会 （１） 非該当
　所期の目的は、第三者による評価と助言を受けることで県が行う広報活動を効果的・効率的に
推進することであり、県の広報活動は常に改善を行う必要があることから、目的を達したとはい
えない。

（２） 非該当
　県が行う広報活動を効果的・効率的に推進するために、常に第三者による評価と助言を受ける
ことは必要不可欠であることから、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過しているということはない。

（４） 非該当 　委員会で出された意見は県の広報活動に反映させており、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　実際に委員が集まり議論を交わすことで活発な意見交換を行うことができていることから、そ
の他の方法により、設置の目的の達成が可能であるとはいえない。

（６） 非該当
　設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似又は重複しておらず、他の附属機
関との統合が望ましいとはいえない。

（１） 非該当 　引き続き、地方創生の推進を図っているところであり、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　全国的に地方創生の推進が図られているところであり、必要性が著しく低下したとはいえな
い。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　産学官金労言の各分野の有識者から積極的に政策提言等頂いている。

（５） 非該当
　関係者からの意見聴取等も可能ではあるが、産学官金労言の各委員と庁内各部局が一同に会す
る会議形式とすることで、分野横断的視点からの全庁的な施策構築に繋げることができるなどの
メリットがある。

（６） 非該当 　地方創生の推進に関する唯一の機関（会議体）であり、他機関との重複はない。

（１） 非該当
　現時点で区域整備計画の再申請等にかかる今後の方向性について判断ができないため、見直し
は困難である。

（２） 非該当
　現時点で区域整備計画の再申請等にかかる今後の方向性について判断ができないため、見直し
は困難である。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　現時点で区域整備計画の再申請等にかかる今後の方向性について判断ができないため、見直し
は困難である。

（５） 非該当
　現時点で区域整備計画の再申請等にかかる今後の方向性について判断ができないため、見直し
は困難である。

（６） 非該当 　類似、又は重複する附属機関はなし。

5 総務文書課 長崎県出資団体点検評価委員会 （１） 非該当
　二度にわたる県出資団体の見直しは一定の成果を得たが、社会経済情勢の変化などにより、更
なる見直しが必要となる可能性もあり、また出資団体の経営分析等を行うにあたっては、外部の
専門家を活用して行うよう、国からも要請されているため。

（２） 非該当
　二度にわたる県出資団体の見直しは一定の成果を得たが、社会経済情勢の変化などにより、更
なる見直しが必要となる可能性もあり、また出資団体の経営分析等を行うにあたっては、外部の
専門家を活用して行うよう、国からも要請されているため。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　出資団体の経営状況等について精通している外部の専門家による活発な意見交換がなされ、今
後の方向性について意見の提起を受けているため。

（５） 非該当
　出資団体の経営状況等について精通している外部の専門家による活発な意見交換がなされ、今
後の方向性について意見の提起を受けているため。

（６） 非該当 　類似する機関は存在しないため。

6 人事課 長崎県コンプライアンス委員会 （１） 非該当 　職員の法令順守を徹底するため必要であるため。

（２） 非該当 　職員の法令順守を徹底するため必要であるため。

（３） 非該当 　委員の任命は行われている。

（４） 非該当 　具体的な内容が検討されており、設置の効果は高い。

（５） 非該当 　他の方法では目的達成は困難。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似したものはない。

4

継続
設置

○附属機関等の設置及び運営に関する要綱
　第７条　既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。
　(1) 所期の目的を達したもの
　(2) 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの
　(3) 委員が任命されることなく１年以上経過しているもの
　(4) 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの
　(5) 関係者からの意見聴取その他の方法により、設置の目的の達成が可能なもの
　(6) 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から
　　他の附属機関との統合が望ましいもの

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）
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九州・長崎ＩＲ区域整備推進有識者
会議

ＩＲ室

第7条各号の検討結果及び今後の方向性は以下のとおり。
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政策企画課 長崎県まち・ひと・しごと創生
対策懇話会
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

8 交通政策課 長崎県離島航空路線協議会 （１） 非該当 　国の補助金申請のための意見聴取であり毎年度開催が必要。

（２） 非該当 　国の補助金申請のための意見聴取であり毎年度開催が必要。

（３） 非該当 　任期がないが、異動された際は後任の方に委員就任承諾を受けている。

（４） 非該当 　国の補助金申請のための意見聴取であり事業に役立てている。

（５） 非該当 　協議の場を持つことにより、離島航空路線のよりよい意見交換がされているため必要。

（６） 非該当 　設置の目的等他の附属機関とは異なっている。

9 交通政策課 長崎県離島基幹航路運賃対策協議会 （１） 非該当 　離島基幹航路運賃の低廉化に係る具体的方策を検討していく必要がある。

（２） 非該当 　離島基幹航路運賃の低廉化に係る具体的方策を検討していく必要がある。

（３） 非該当 　随時会議を開催し、離島基幹航路運賃の低廉化に係る具体的方策を検討している。

（４） 非該当 　離島基幹航路運賃の低廉化に係る検討をしていく中で、専門的意見等をいただいている。

（５） 非該当 　離島基幹航路運賃の低廉化に係る検討をしていく中で、専門的意見等をいただいている。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似しているものはない。

10 交通政策課 長崎県新船建造費等検証委員会 （１） 非該当 　新船建造や修理点検費用について、専門的見地から意見を聴取する必要あり。

（２） 非該当 　新船建造や修理点検費用について、専門的見地から意見を聴取する必要あり。

（３） 非該当 　随時委員会を開催し、検証いただくこととしている。

（４） 非該当 　随時委員会を開催し、検証いただくこととしている。

（５） 非該当 　随時委員会を開催し、検証いただくこととしている。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似しているものはない。

11 交通政策課 長崎県運輸事業振興協議会 （１） 非該当
　本協議会は例年、当該年度の計画について協議を行うものであるため、例年開催が必要であ
る。

（２） 非該当 　必要性が低下していない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過していない。

（４） 非該当 　関係者が一同に会する唯一の機会であり、当該年度の事業計画について協議いただいている。

（５） 非該当 　文書等による協議に代えることができないか今後検討したい。

（６） 非該当 　類似した協議会がない。

12 交通政策課 長崎県離島航路対策協議会 （１） 非該当 　本協議会は例年国に提出する計画の提出に係るものであるため、例年開催が必要である。

（２） 非該当 　必要性が低下していない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過していない。

（４） 非該当 　関係者が一同に会する必要があり、形式的で設置の効果が乏しいことはない。

（５） 非該当 　関係者が一同に会する必要があるため、意見聴取のみでは設置の目的が達成できない。

（６） 非該当 　類似した協議会がない。

13 交通政策課 長崎県離島航空路線再生協議会 （１） 非該当 　まだ目的を達成していない。

（２） 非該当 　社会経済情勢の変化が著しく経営を左右するため、委員の意見が必要。

（３） 非該当 　任期がないが、異動された際は後任の方に委員就任承諾を受けている。

（４） 非該当 　重要な議事について意見聴取を受け、事業に役立てている。

（５） 非該当
　協議の場を持つことにより、離島航空路線の再生へのよりよい意見交換がされているため必
要。

（６） 非該当 　設置の目的等他の附属機関とは異なっている。
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

14 交通政策課 長崎空港２４時間化推進委員会 （１） 非該当 　所期の目的を達成していない。

（２） 非該当 　必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく1年以上経過していない。

（４） 非該当 　設置の効果が乏しいものではない。

（５） 非該当
　各分野での専門家等が長崎空港の24時間化について協議し、課題解決の方向性を検討していく
ものであり、意見聴取で目的達成が可能なものとはいえない。

（６） 非該当 　空港についての附属機関は他に無く、重複していない。

15 交通政策課 長崎県地域公共交通活性化協議会 （１） 非該当 　本協議会は例年国に提出する計画の提出に係るものであるため、例年開催が必要である。

（２） 非該当 　必要性が低下していない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　関係者が一同に会する必要があり、形式的で設置の効果が乏しいことはない。

（５） 非該当 　関係者が一同に会する必要があるため、意見聴取のみでは設置の目的が達成できない。

（６） 非該当 　類似した協議会がない。

16 文化振興・世界遺産課 長崎県博物資料価格評価委員会 （１） 非該当 　資料収集の必要が生じた場合に随時開催する必要がある。

（２） 非該当 　博物館における資料収集は、博物館としての重要な業務である。

（３） 非該当
　資料収集の必要が生じた場合に、収集予定の資料の分野に応じて専門性の高い学識経験者を委
嘱している。

（４） 非該当 　収集予定資料の価格が妥当かどうかを専門的に審議・判断し、答申をする必要がある。

（５） 非該当 　収集しようとする資料の現物を、各委員が実際に見聞して判断する必要がある。

（６） 非該当 　特に重複している他の附属機関等はない。

17 文化振興・世界遺産課 長崎県博物資料収集委員会 （１） 非該当 　資料収集の必要が生じた場合に随時開催する必要がある。

（２） 非該当 　博物館における資料収集は、博物館としての重要な業務である。

（３） 非該当
　資料収集の必要が生じた場合に、収集予定の資料の分野に応じて専門性の高い学識経験者を委
嘱している。

（４） 非該当 　資料収集が妥当かどうかを専門的に審議・判断し、答申をする必要がある。

（５） 非該当 　収集しようとする資料の現物を、各委員が実際に見聞して判断する必要がある。

（６） 非該当 　特に重複している他の附属機関等はない。

18 文化振興・世界遺産課 長崎県美術資料価格評価委員会 （１） 非該当 　美術資料の適正な価格評価のために必要であり、所期の目的を達成したとはいえない。

（２） 非該当 　美術資料の適正な価格評価のために必要であり、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　美術資料の適正な価格評価のために必要であり、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　美術資料の適正な価格評価のために必要であり、他の方法による設置目的の達成は不可能であ
る。

（６） 非該当 　美術資料の適正な価格評価のために必要であり、他の私的諮問機関との統合は困難である。

19 文化振興・世界遺産課 長崎県美術資料収集委員会 （１） 非該当 　美術資料の適正な収集評価のために必要であり、所期の目的を達成したとはいえない。

（２） 非該当 　美術資料の適正な収集評価のために必要であり、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　美術資料の適正な収集評価のために必要であり、設置の効果は乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　美術資料の適正な収集評価のために必要であり、他の方法による設置目的の達成は不可能であ
る。

（６） 非該当 　美術資料の適正な収集評価のために必要であり、他の私的諮問機関との統合は困難である。
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

（１） 非該当 　今後も継続する必要があると判断されるため。

（２） 非該当 　必要性の低下があると判断できないため。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　設置の効果が乏しいと判断できないため。

（５） 非該当 　委員同士の意見・情報交換によって、より有意義な提言を得ることができるため。

（６） 非該当
　設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似、重複しているものではないた
め。

21 生活衛生課 長崎県クリーニング師試験委員会 （１） 非該当
　クリーニング師試験は毎年行わなければならない旨法律に定められていることから、試験実施
に必要な事項を審議する試験委員会も毎年度継続して設置する必要がある。

（２） 非該当
　クリーニング師試験は毎年行わなければならない旨法律に定められていることから、試験実施
に必要な事項を審議する試験委員会も毎年度継続して設置する必要がある。

（３） 非該当
　クリーニング師試験は毎年行わなければならない旨法律に定められていることから、試験委員
は毎年度任命しており、試験実施に必要な事項を審議する試験委員会も毎年度継続して設置して
いる。

（４） 非該当
　試験日程や試験問題等について審議しており、専門性や公平性の観点からも設置の効果は大き
い。

（５） 非該当
　内容が試験に関することであるため、関係者からの意見聴取等の方法によることは適当でな
い。

（６） 非該当 　類似又は重複する目的や委員構成の他の附属機関は無い。

22 生活衛生課 長崎県油症対策委員会 （１） 非該当
　当委員会は、知事の諮問に応じて調査審議を行う機関であり、所期の目的を定めていないた
め。

（２） 非該当
　今もなお、カネミ油被害に苦しんでいる人たちがいることから、被害者の健康管理及びその指
導方法に関することを審議する本委員会は、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　調査審議の一つである検診方法については、その後の認定に関する判断の一つとして重要なも
のであり、これらを審議する本委員会は、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　本委員会は、会議結果の公表等はすべて非公開であることから、関係者からの意見聴取等は行
わないため。

（６） 非該当
　委員には油症に関する幅広い知識が必要とされているが、条件を満たす医師は極めて少なく、
委員の構成等他の附属機関とも類似していないため、他の附属機関との統合が望ましいとはいえ
ない。

23 生活衛生課 長崎県製菓衛生師試験委員会 （１） 非該当
　毎年製菓衛生師試験の実施にあたり、試験問題作成及び合否判定を統一した水準で行う必要が
あるため。

（２） 非該当 　製菓衛生師試験は直近５年間では毎年度130名以上受験している。

（３） 非該当 　10月改選のため、任命していない期間は１年以上経過していない。

（４） 非該当 　会議では、問題作成や合否判定について話し合われており、設置の効果があるため。

（５） 非該当
　試験問題の作成、合否判定を行う機関であり、広く関係者からの意見聴取を行うと情報漏えい
の恐れがあるため。

（６） 非該当 　設置の目的や委員の構成は他の附属機関とは類似及び重複していないため。

25 地域環境課 大村湾環境保全・活性化会議 （１） 非該当
　大村湾環境保全・活性化行動計画の取組みを検証し、効果的かつ実効的に推進する必要があ
る。

（２） 非該当 　行動計画を推進する上でも、本会議の意見は重要である。

（３） 非該当 　委員は任期１年で任命している。

（４） 非該当 　行動計画の取組や検証を行う上で本会議の意見は重要である。

（５） 非該当
　庁内会議（大村湾環境保全・活性化推進本部）に提言を行うため、専門家による検証を行い意
見をまとめる必要がある。

（６） 非該当 　類似附属機関等がないため、他機関との統合はできない。

26 資源循環推進課 長崎県廃棄物処理施設専門委員会 （１） 非該当
　今後も対象となる廃棄物処理施設の許可申請があった場合は委員会での意見聴取が必要であ
る。

（２） 非該当
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき設置されている委員会であることから、必要性は
低下していない。

（３） 非該当 　委員は任期２年で任命している。

（４） 非該当
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき開催しており、廃棄物処理施設の許可をする上で
必要な委員会となっている。

（５） 非該当
　法律上、専門的知識を有する者からの意見聴取が必要であり、関係者からの意見聴取その他の
方法では対応できない。

（６） 非該当
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき設置されたものであり、他の附属機関との統合は
できない。
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

27 資源循環推進課 長崎県海岸漂着物対策推進協議会 （１） 非該当 　海岸漂着物対策の必要性は継続している。

（２） 非該当 　海岸漂着物対策の必要性は継続している。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　有効な協議が行われている。

（５） 非該当 　法律に基づく協議会である。

（６） 非該当 　類似の協議会等はない。

（１） 非該当
　緑といきもの賑わい事業については毎年度複数件の応募があっているため、目的を達成したと
はいえない。

（２） 非該当 　生物多様性保全の観点から、必要性は高まっている。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　委員から毎回貴重な意見をいただいていることから、設置の効果は高い。

（５） 非該当
　一同に会し複数件の応募内容についてまとめて検討することで、短時間で効果的かつ効率的に
意見を集約している。

（６） 非該当 　類似事業はなく、他の附属機関との統合は合理的でない。

（１） 非該当 　方針改定について議論すべき事項が残っているため必要性が低下したとはいえない。

（２） 非該当 　生物多様性保全の観点から、必要性は高まっている。

（３） 非該当 　保全方針改定の進捗度合いに応じて本委員会を設置している。

（４） 非該当 　委員から毎回貴重な意見をいただいていることから、設置の効果は高い。

（５） 非該当 　一同に会し複数案件を検討することで、短時間で効果的かつ効率的に意見を集約している。

（６） 非該当 　類似事業はなく、他の附属機関との統合は合理的ではない。

30 福祉保健課 長崎県福祉のまちづくり推進協議会 （１） 非該当
　福祉のまちづくり推進ついては今後も継続されるものであり、所期の目的が達成されていたと
はいえない。

（２） 非該当
　少子高齢化が進む中、高齢者や障害者等すべての人が安心して暮らせるような地域社会の実現
のためには、福祉のまちづくりの推進は重要であり、必要性は高い。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　本協議会は各専門分野の委員により、福祉のまちづくりの推進に係る課題などについて協議す
るものであり、必要性が高く設置の効果は高い。

（５） 非該当 　関係者からの意見聴取のみでは協議会の目的を達成することはできない。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似したものはない。

31 福祉保健課 長崎県福祉サービス第三者評価推進会議 （１） 非該当 　継続して審議等が必要であることから、所期の目標を達成したものとはいえない。

（２） 非該当
　審査内容が社会経済情勢の変化等に影響を受けるものではないことから、必要性が著しく低下
したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　中立・公正な立場で行う事業を審議するものであり、必要性が高く設置の効果が高いため。

（５） 非該当 　国の指針による設置であり、他の方法で目標達成ができないため。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似したものがないため。

32 福祉保健課 長崎県再犯防止推進ネットワーク協議会 （１） 非該当
　再犯防止の推進については今後も継続されるものであり、所期の目的が達成されていたとはい
えない。

（２） 非該当
　犯罪をした者等が立ち直り、地域社会の一員として、共に生き、支え合う社会づくりを促進
し、地域共生社会を実現するためには、再犯防止の推進は重要であり、必要性は高い。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　本協議会は各専門分野の委員により、再犯防止の推進に係る課題などについて協議するもので
あり、必要性が高く設置の効果は高い。

（５） 非該当 　関係者からの意見聴取やその他の方法では協議会の目的を達成することはできない。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似したものがない。

28

自然環境課29

「緑といきもの賑わい事業」検討委
員会

自然環境課

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

長崎県希少野生動植物の保護・保全
に関する検討委員会

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

33 地域保健推進課 長崎県感染症対策委員会 （１） 非該当 　法により必置

（２） 非該当 　法により必置、感染症危機管理のため必要性が高まっているため。

（３） 非該当 　法改正に伴い構成員を見直し、任命済み。

（４） 非該当
　協議の際は意見交換を行い必要な事項を決定（例　計画策定）していることから、必要性が著
しく低下したとはいえない。

（５） 非該当
　感染症危機発生に対応するため、平時から協議をし、備えておくことが重要であるため非該
当。

（６） 非該当 　法により必置であり、感染症対策専門家等による唯一の私的諮問機関であるため。

34 医療政策課 長崎県保健医療対策協議会 （１） 非該当 　法律に基づき設置

（２） 非該当 　法律に基づき設置

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　法律に基づき設置

（５） 非該当 　法律に基づき設置

（６） 非該当 　法律に基づき設置

35 医療政策課 長崎県地域保健医療対策協議会 （１） 非該当
　各地域の保健医療について今後も継続して行う必要があり、所期の目的を達したとはいえな
い。

（２） 非該当 　今後も多数の協議事項が想定され、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　協議内容は実質的である。

（５） 非該当 　協議では各専門職の代表である委員間で活発な議論が交わされており、代替はできない。

（６） 非該当 　設置目的、所管事務及び委員構成は他の附属機関と重複せず、統合はできない。

36 医療政策課 長崎県精度管理専門委員会 （１） 非該当
　登録衛生検査所の調査は今後も継続するため、協議会についても所期の目的を達したとはいえ
ない。

（２） 非該当
　登録衛生検査所の調査内容は、ますます高度化・専門化しており、必要性が著しく低下したと
はいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　協議内容は実質的であり、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当 　委員会においては活発な議論が交わされており、意見聴取等の方法では代替できない。

（６） 非該当 　設置目的、所管事務及び委員の構成は他の附属機関と重複せず、統合はできない。

37 医療政策課 長崎県医療安全相談センター協議会 （１） 非該当
　医療安全相談センターの業務は継続しており、協議会についても所期の目的を達成したとはい
えない。

（２） 非該当
　協議会で検討する医療安全相談の内容は、多様化・専門化しており、必要性が著しく低下した
とはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　協議内容は実質的であり、設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当 　協議会においては活発な議論が交わされており、意見聴取の方法では代替できない。

（６） 非該当 　設置目的、所掌事務及び委員の構成は他の機関と重複せず、統合はできない。

38 医療政策課 長崎県地域医療構想調整会議 （１） 非該当 　本県の保健医療について今後も継続して行う必要があり、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当 　今後も多数の協議事項が想定されるため、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　協議内容は実質的である。

（５） 非該当 　活発な議論が交わされており、意見聴取等の方法では代替できない。

（６） 非該当 　設置目的、所管事務及び委員の構成は他の附属機関と重複せず、統合はできない。

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

40 医療人材対策室 長崎県ナースセンター事業運営委員会 （１） 非該当
　看護師等確保対策について、関係機関と協議の場を持つことは重要であり、必要性が著しく低
下したとはいえない。

（２） 非該当 　看護職員確保の必要性は増しており、必要性が著しく低下しているとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　活発に意見交換をしており、形式的で設置効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　関係者が一堂に会し情報・意見等を共有することに意義があり、個別の意見聴取等の方法では
会議の目的の達成ができない。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等はない。

41 薬務行政室 長崎県献血推進協議会 （１） 非該当
　若年層の献血者が年々減少してきており、献血の思想の普及や献血への理解が十分とは言え
ず、本協議会の設置の目的は達成されていない。

（２） 非該当
　若年層の献血者が年々減少してきており、献血の思想の普及や献血への理解が十分とは言え
ず、本協議会の必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　本協議会の委員は、各界、各層から幅広く就任いただいており、様々な視点からの意見をお聞
きし、毎年度献血推進計画を策定しており、必要性は低下していない。

（５） 非該当
　本協議会の委員は、各界、各層から幅広く就任いただいており、様々な視点からの意見をお聞
きし、啓発活動等に協力をいただいていることから、必要性は低下していない。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等はない。

42 国保・健康増進課 健康ながさき２１推進会議 （１） 非該当
　県健康増進計画及び計画を踏まえた各種施策は継続しており、所期の目的を達成したとはいえ
ない。

（２） 非該当
　健康志向の高まり、健康長寿社会の実現など健康づくり対策の重要性は増しており、必要性の
低下はない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　活発に意見交換をしており、形式的で設置効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　関係者が一堂に会し情報・意見等を共有することに意義があり、個別の意見聴取等の方法では
会議の目的の達成ができない。

（６） 非該当 　県健康増進計画の策定・推進に資する会議であり、他との重複はない。

43 国保・健康増進課 長崎県地域・職域連携推進協議会 （１） 非該当
　健康寿命延伸や生活習慣改善の目標に対して課題が残る中、地域保健と職域保健の連携は今後
更なる強化が必要であり、所期の目的を達成したとはいえない。

（２） 非該当
　働き方の多様化等に伴い、地域・職域が連携して実施する健康増進事業の重要性は増してお
り、必要性の低下はない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　活発に意見交換をしており、形式的で設置効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　関係者が一堂に会し情報・意見等を共有することに意義があり、個別の意見聴取等の方法では
会議の目的の達成ができない。

（６） 非該当 　地域保健と職域保健の連携に資する会議であり、他との重複はない。

（１） 非該当 　高齢者虐待件数が増加傾向にあり、目的を達したとはいえない。

（２） 非該当 　高齢化の進展や認知症高齢者の増加に伴い、必要性が増してきている。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　高齢者虐待件数が増加傾向にある中、活発に質疑・意見交換がなされており必要性は低下して
いない。

（５） 非該当
　高齢者虐待防止に向けた、意見・情報の交換の場として機能しており、意見聴取等の他の方法
では代替できない。

（６） 非該当 　著しく類似しているものはない。

45 長寿社会課 長崎県地域包括ケアシステム推進協議会 （１） 非該当
　本県の地域包括ケアシステムの推進については、今後も継続して行う必要があるため、所期の
目的を達したとはいえない。

（２） 非該当
　高齢化が進み、地域包括ケアシステムの推進に必要な事項を検討する本協議会の重要性は増し
てきている。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　長崎県の地域包括ケアシステムの推進に向けて、長崎県版の評価指標の策定など活発な議論が
なされている。

（５） 非該当
　高齢化が進み、地域包括ケアシステムに関して、意見・情報交換、議論の場として機能してお
り、意見聴取等の他の方法では代替できない。

（６） 非該当 　著しく類似しているものはなく、他の附属機関等と統合可能ではない。

継続
設置
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継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

長崎県高齢者虐待防止・身体拘束ゼ
ロ作戦推進会議

長寿社会課
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

（１） 非該当
　介護事業所認証評価制度の設立から事業所の認証・PRまで、有識者の意見をもとに実施するこ
とができたが、引き続き認証基準やPR方法等の見直しにより、認証評価制度の推進に取り組む必
要があるため。

（２） 非該当
　介護需要が高まり、人材不足が常態化している中で、介護事業所の労働環境改善やイメージ
アップにより離職率低下や採用率向上に取り組む必要があり、引き続き介護事業所認証評価制度
により業界全体の取組を推進する必要があることから、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　介護事業所における人材育成や労働環境の改善等について精通している外部の有識者による活
発な意見交換がなされ、今後の方向性について意見の提起を受けているため。

（５） 非該当
　介護事業所における人材育成や労働環境の改善等について精通している外部の有識者による活
発な意見交換がなされ、今後の方向性について意見の提起を受けているため。

（６） 非該当 　類似する機関は存在しないため。

47 長寿社会課 長崎県ケアラー支援に関する有識者会議 （１） 非該当
　ケアラー支援の推進体制の構築については、今後も継続して行う必要があるため、目的を達し
たとはいえない。

（２） 非該当 　ケアラー支援の推進について、必要な事項を検討する本協議会の重要性は増してきている。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　ケアラー支援に関する施策等に関して、幅広い観点から意見を聴取するとともに、助言を得る
ことができている。

（５） 非該当
　ケアラー支援の推進について、意見・情報交換、議論の場として機能しており、意見聴取等の
他の方法では代替できない。

（６） 非該当 　著しく類似しているものはなく、他の附属機関等と統合可能ではない。

48 障害福祉課 長崎県手話言語施策推進協議会 （１） 非該当
　手話言語条例をR6.4.1に施行し、県全域の手話の普及啓発及びろう者への支援体制の整備に向
けた施策の方向性等について、引き続き協議会での検討が必要であることから、所期の目的を達
したものとはいえない。

（２） 非該当
　手話言語条例をR6.4.1に施行し、県全域の手話の普及啓発及びろう者への支援体制の整備に向
けた施策の方向性等について、引き続き協議会での検討が必要であることから、必要性が著しく
低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　手話言語条例をR6.4.1に施行し、県全域の手話の普及啓発及びろう者への支援体制の整備に向
けた施策の方向性等について、引き続き協議会での検討が必要であることから、設置の効果が乏
しいとはいえない。

（５） 非該当
　手話言語条例において、県が手話の普及等に関し必要な施策について定めようとするときは協
議会の意見を聴くこととされている。

（６） 非該当 　他に、設置の目的、所掌事務及び委員の構成が類似又は重複している附属機関等はない。

49 原爆被爆者援護課 長崎県健康管理手当等認定審査会 （１） 非該当 　継続して審査対象が存在し、所期の目的を達したものではない。

（２） 非該当 　社会経済情勢は特に変化しておらず必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員は毎年任命されている。

（４） 非該当 　毎月ケースごとの審査を依頼しており、形式的で設置の効果が乏しいものではない。

（５） 非該当
　医学的な専門的知識が必要であり、関係者からの意見聴取その他の方法により、設置の目的の
達成が可能なものではない。

（６） 非該当 　設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似、重複するものではない。

（１） 非該当
　当該審査会は事前に書面での審査を依頼し、内容に疑義等があるときに開催するものとしてお
り、被爆体験者精神医療受給者証の交付申請が常にあるため、所期の目的が達成されたとはいえ
ない。

（２） 非該当
　当該審査会は事前に書面での審査を依頼し、内容に疑義等があるときに開催するものとしてお
り、普段行われる審査内容に疑義等がある場合があるため必要である。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　当該審査会は事前に書面での審査を依頼し、内容に疑義等があるときに開催するものとしてお
り、また審査内容にあたっては判定に専門性が必要不可欠であり、形式的な設置ではない。

（５） 非該当
　当該事業実施要綱上、精神医学に関する専門家で構成する当該審査会を設置の上、審査に当
たっては、その意見を聴くとなっており、その他の方法は考えられない。

（６） 非該当
　当該事業実施要綱上、精神医学に関する専門家で構成する当該審査会を設置の上、審査に当
たっては、その意見を聴くとなっており、他の附属機関とは設置の目的が異なるため。

51 こども未来課 長崎県幼児教育推進懇話会 （１） 非該当 　幼児教育の推進に引き続き努める必要があり、廃止及び統合はできない。

（２） 非該当
　社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下しているという状況ではなく、廃止及び統合
はできない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　時期に応じた議題を設定のうえ会議を行い協議を行っており、設置の意義がある。

（５） 非該当
　各分野の学識経験者等で構成された協議会であり、他の方法による設置目的の達成はできな
い。

（６） 非該当 　設置の目的、所掌事務及び委員の構成が類似、又は重複している附属機関は他にはない。

継続
設置

継続
設置

継続
設置

50

長崎県介護事業所認証評価制度推進
委員会

原爆被爆者援護課

46 長寿社会課

継続
設置

長崎県被爆体験者精神医療受給者証
審査会

継続
設置

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

52 こども家庭課 長崎県発達障害児・者総合支援推進会議 （１） 非該当
　発達障害児・者支援に関する具体的な方策の検討や関係機関の連携に関する協議は継続して行
う必要がある。

（２） 非該当 　発達障害児・者支援に関する課題は多く、必要性が低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員の任命は毎年行っている。

（４） 非該当
　毎回委員から協議題の提案がなされ、活発な協議が行われており、設置の効果が乏しいとはい
えない。

（５） 非該当
　関係機関の連携を図り、具体的な方策等について協議を行う場として、協議会の開催が必要で
ある。

（６） 非該当 　設置目的や所掌事務等が類似する他の附属機関はない。

53 こども家庭課 長崎県ＤＶ対策等推進会議 （１） 非該当 　DV対策基本計画の推進及び進行管理に関することを所管しており、必要性は低下していない。

（２） 該当
　ＤＶ被害者だけでなく、困難な問題を抱える女性またそのおそれのある女性を支援するため、
統合した新たな会議体を設置する。

（３） 非該当 　３年に１回、委員は任命されている。

（４） 非該当
　法の改正等に伴う行動計画の改定やその時期に応じた議題を設定のうえ協議を行っているため
必要性が高い。

（５） 非該当
　福祉分野の代表、学識経験者などで構成された諮問機関であり、他の方法による設置の目的の
達成はできない。

（６） 該当
　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行され、長崎県困難な問題を抱える女性支
援会議を設置予定であるため、政策的な関連が強いＤＶ対策等推進会議と統合するもの。

54 漁業振興課 長崎県栽培漁業・資源管理型漁業推
進協議会

（１） 非該当

　本協議会は、栽培漁業センターによる計画的かつ効果的な栽培漁業の展開と、資源水準に見
合った合理的な資源管理の推進により、沿岸漁業資源の効果的な培養及び沿岸漁業経営の安定を
図ることを目的としており、関係団体等と連携した資源管理の継続性が求められることから、目
的を達しているとはいえない。

（２） 非該当
　沿岸漁業資源については持続的な管理・培養が求められており、協調的枠組の中で取り組むべ
き課題であることから、必要性が低下しているものではない。

（３） 非該当 　委員は任期3年で任命されており、会議も定期的に開催されている。

（４） 非該当
　会議では、県の実施する資源管理関連事業及び栽培漁業関連事業について報告・説明、情報共
有等がなされており、各関連団体同士の協調的取組に資するものである。

（５） 非該当
　沿岸漁業資源の持続的な管理・培養は協調的枠組の中で取り組むべき課題であり、各種事業等
について県が単独で構築すればよいのではなく、各関連団体同士の情報共有が必要であることか
ら、単に意見聴取するだけで目的が達成されるものではない。

（６） 非該当 　他の関係附属機関と類似又は重複するものではない。

55 漁業振興課 長崎県海面利用協議会 （１） 非該当 　目的を達成するためには継続して協議が必要

（２） 非該当 　社会経済情勢の変化等により必要性が増している。

（３） 非該当 　委員の任期３年ごとに継続して任命されている。

（４） 非該当 　十分な協議が行われている。

（５） 非該当 　意見聴取等では目的達成は難しい。

（６） 非該当 　所掌事項を満たす協議の場は他にない。

56 漁業振興課 長崎県海面利用地区協議会 （１） 非該当 　目的を達成するためには継続して協議が必要

（２） 非該当 　社会経済情勢の変化等により必要性が増している。

（３） 非該当 　委員の任期３年毎に継続して任命されている。

（４） 非該当 　十分な協議が行われている。

（５） 非該当 　意見聴取等では目的達成は難しい。

（６） 非該当 　所掌事項を満たす協議の場は他にない。

57 水産経営課 沿岸漁業改善資金地区運営協議会 （１） 非該当 　貸付申請においては、案件ごとに各運営協議会の貸付け適否に関する意見が必要

（２） 非該当 　資金に対する需要があり、各運営協議会を設ける必要性がある。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当 　貸付け適否等に関する協議が十分に行われている。

（５） 非該当 　意見聴取等では目的達成は難しい。

（６） 非該当 　所掌事項を満たす協議の場は他にない。

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

統合
予定
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

58 水産経営課 長崎県漁業経営改善計画認定審査委員会 （１） 非該当
　漁業経営改善計画の認定申請があるたびに、委員会の意見が必要とされるため、所期の目的を
達したとはいえない。

（２） 非該当 　毎年、計画認定に対する需要があり、設置の必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　十分協議がなされている。

（５） 非該当 　意見聴取等では目的達成は難しい。

（６） 非該当 　所掌事務が類似している附属機関等はない。

59 水産経営課 長崎県漁業士認定委員会 （１） 非該当 　設置目的の達成が認められない。

（２） 非該当 　十分な必要性あり。

（３） 非該当 　全委員が委員運営に積極的に関与している。

（４） 非該当 　認定を受けた漁業士の活動は本県沿岸漁業の振興発展に貢献している。

（５） 非該当
　水産業の実情を熟知した組織の関係者が一同に参集することで、効果的な運営を可能としてい
る。

（６） 非該当 　取組内容は他の附属機関と重複しておらず、統合はできない。

60 水産経営課 長崎県漁業担い手活動協議会 （１） 非該当 　設置目的の達成が認められない。

（２） 非該当 　十分な必要性あり。

（３） 非該当 　全委員が協議会運営に積極的に関与している。

（４） 非該当 　本県の漁業担い手の確保に貢献している。

（５） 非該当
　公募委員と併せて、関係機関の関係者が一同に参集することで、効率的な運営を可能としてい
る。

（６） 非該当 　取組内容は他の附属機関と重複しておらず、統合はできない。

61 水産経営課 スマート漁業等推進会議 （１） 非該当
　本県の水産業は、担い手の減少や高齢化、魚価の低迷など厳しい状況が続いていることから、
本推進会議が実施している漁業のスマート化や新たなチャレンジなどの推進、県内漁業者の経営
改善・強化に向けた指導・支援は、今後も継続して行う必要がある。

（２） 非該当 　上記(1)の理由から、十分な必要性あり。

（３） 非該当 　全委員が推進会議運営に積極的に関与している。

（４） 非該当
　専門部会等と連携して各種経営計画の策定指導や審査を実施しており、漁業者の経営改善に貢
献している。

（５） 非該当
　関係機関の代表が一堂に参集することで、様々な観点からの計画策定等の指導が可能であり、
効率的な運営を行っている。

（６） 非該当 　水産業の経営に関して協議する附属機関は他にない。

（１） 非該当 　事業継続中であるため目的を達成していない。

（２） 非該当 　事業継続中であり、必要性の低下はない。

（３） 非該当 　全ての委員は任命されている。

（４） 非該当 　委員会における検討内容は、事業に反映されている。

（５） 非該当 　多数の関係者の意見を取りまとめる必要があるため、当該委員会形式が望ましい。

（６） 非該当 　類似の機関はない。

（１） 非該当 　「ながさき農林業・農山村活性化計画」の推進に向けた、継続的な実施が必要である。

（２） 非該当 　農林業を取り巻く状況は依然として厳しく、必要性が低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員を任命し、毎年度委員会を開催している。

（４） 非該当
　毎年度、委員会を開催し、活動評価や今後の取り組みについて審議しており、形式的とはいえ
ない。

（５） 非該当
　農林部の主要計画に対して広い見識による検証・評価を行うため、関係者からの意見聴取だけ
でなく一般公募委員等を含めて審議をおこなう必要がある。

（６） 非該当 　農林部の主要計画に対する委員会であり、他に類似するものはない。

63

62 長崎魚市場高度衛生化施設整備検討
委員会

水産加工流通課

農政課 「ながさき農林業・農山村活性化計
画」推進委員会

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

64 農政課 長崎県普及指導活動外部評価会議 （１） 非該当
　県内振興局が毎年策定し活動を行う「普及指導計画」の評価を行うため、継続的な実施が必要
であると判断することから、目的を達成したとはいえない。

（２） 非該当
　農林業を取り巻く状況は依然として厳しく、情勢の変化に対応した継続的な評価が必要である
ことから、必要性が低下したものとはいえない。

（３） 非該当 　委員を任命し、毎年度委員会を開催している。

（４） 非該当
　評価する普及指導活動の対象は毎年変更して審議し、活動内容の評価・提案を普及指導へ反映
しており、形式的なものとはいえない。

（５） 非該当
　県内各振興局が策定する「普及指導計画」に対して効果的・効率的に普及活動を展開するた
め、様々な専門分野から構成する第三者の外部委員による幅広い見識での評価を行うこととして
おり、他の方法による同様の評価を行えない。

（６） 非該当
　県内振興局が策定する「普及指導計画」を評価員により客観的に評価し、効果的・効率的に普
及活動を展開するための委員会であり、他に類似するものはない。

65 農山村振興課 長崎県中山間地域等振興対策審査委員会 （１） 非該当
　国の中山間地域等直接支払交付金実施要領の規定に基づき設置しており、継続的な審査・検討
が必要である。

（２） 非該当 　農林業を取り巻く状況は、依然として厳しく、必要性が低下したとはいえない。

（３） 非該当
　長崎県中山間地域等振興対策審査委員会設置要領に基づき委員が任命されている。（委員の任
期は２年）

（４） 非該当
　毎年度、委員会を開催することにより現地視察や活動報告を行っており、形式的であるとはい
えない。

（５） 非該当
　中山間地域等の振興対策に関わる複数の事業について検討するため、詳細説明や質疑応答等の
対応が必要であり、意見聴取等その他の方法では審議できない。

（６） 非該当
　当委員会において重点的に、中山間地域の振興に関わる「中山間地域等直接支払制度」、「多
面的機能支払交付金」等の事業について、総合的かつ効率的に審査・検討を実施することが必要
なため、他機関との統合等はできない。

66 畜産課 長崎県蜜蜂転飼調整委員会 （１） 非該当
　委員会の目的が「養蜂に係る紛争解決の場を提供すること」であることから、所期の目的を達
したものとはいえない。

（２） 非該当 　社会経済情勢に影響をうけるものではないため、必要性が著しく低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　紛争が発生した都度の随時開催であることから、形式的で設置の結果が乏しいものとはいえな
い。

（５） 非該当
　本委員会の目的が、蜂群の転飼又は設置に係る紛争当事者等の議論が十分に尽くされ、蜂群の
配置調整等が円滑に行われるよう、公正な話し合いの場を提供することにあり、関係者への意見
聴取その他の方法では、目的を達成できない。

（６） 非該当 　他の附属機関と類似性がなく、他の附属機関との統合が困難である。

67 林政課 ながさき森林環境基金管理運営委員会 （１） 非該当
　ながさき森林環境基金の管理は継続的に実施しており、現段階では目的を達したものとはいえ
ない。

（２） 非該当
　ながさき森林環境基金の管理は継続的に実施しており、必要性が著しく低下したものとはいえ
ない。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　本委員会により調査審議している内容について、基金運営上の効果は高いものといえるため、
形式的なものでなない。

（５） 非該当
　委員は林業関係者のみでなく、公認会計士、報道関係、公募委員と多岐にわたっており、他の
方法による目的の達成は困難である。

（６） 非該当 　設置の目的等、他附属機関と類似の委員会はないため、統合等はできない。

69 建設企画課 長崎県入札監視委員会 （１） 非該当
　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「発注関係事務の運用に関する
指針」に基づき、第三者機関の活用等により入札及び契約制度の適正化のため意見を求める必要
があることから、設置を継続する必要がある。

（２） 非該当
　県が発注する工事に関して入札事務等における公正の確保と透明性の向上を図ることについて
は今後も求められることから、必要性が低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当
　年２回の定例会議を通じて県が入札を行った工事の中から委員会が抽出した案件に関して、調
査審議を行い、年１回知事へ提言を行っており、形式的で設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　(1)にあるとおり、入札及び契約の適正化に必要な措置を講ずるため第三者の意見が必要であ
り、これに対応した委員会の設置であることから、他の方法により設置の目的の達成が可能なも
のとはいえない。

（６） 非該当
　一部の委員が他の委員会と重複しているが、設置の目的、所掌事務が他の附属機関とは類似、
重複していないことから、行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望
ましいとはいえない。

70 建設企画課 長崎県総合評価審査委員会 （１） 非該当 　総合評価落札方式による公共事業は継続して実施されている。

（２） 非該当 　総合評価落札方式による公共事業は継続して実施されている。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　毎回、個別案件で意見を徴している。

（５） 非該当 　品確法で学識者等の意見聴取を求められており、専門委員の意見が必要である。

（６） 非該当 　他に類似する委員会はない。

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置

継続
設置
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

71 都市政策課 長崎駅舎・駅前広場等デザイン検討会議 （１） 非該当 　現在事業中である。

（２） 非該当 　長崎の陸の玄関口のデザインを決定するもので、必要性が低下しているとはいえない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　年数回開催し、設計の進度に合わせ議論している。

（５） 非該当 　専門委員の意見が必要

（６） 非該当 　委員はデザイン調整会議と一部重複しているが、長崎駅と駅前広場に特化して議論している。

72 都市政策課 長崎県公共事業等デザイン支援会議 （１） 非該当
　県全域で景観に配慮した社会資本の整備が進むには継続的なデザイン支援が必要であり、現時
点で所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当 　景観形成への社会的な関心は高く、今後も公共事業へのデザイン支援は必要である。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　毎回新たな案件について多角的に議論しており、形式的なものではない。

（５） 非該当
　複数の分野の専門家が一堂に会し、公共施設のデザインについて様々な角度から議論・助言が
なされており、個別の意見聴取等の方法では代替できない。

（６） 非該当 　他の附属機関との類似・重複はない。

（１） 非該当
　重点エリアの整備計画の中には長中短期の施策があり、施策を進めていく中で、社会情勢の変
化等により整備計画の改訂が必要になってくるため、所期の目的を達したとはいえない。

（２） 非該当 　現在、そして今後の都市再生を進めていく中で必要である。

（３） 非該当 　委員が任命されることなく１年以上経過はしていない。

（４） 非該当
　各委員からの意見・助言等を基に整備計画の改訂等を行うなど実際の施行に反映しており、形
式的で設置の効果が乏しいとはいえない。

（５） 非該当
　複数の委員から意見・助言等をいただき都市再生を進めていくため、一堂に会して行う現在の
方法がベストである。

（６） 非該当 　他の附属機関との類似・重複はない。

74 都市政策課 長崎駅周辺エリアデザイン調整会議 （１） 非該当 　今後も調整案件があるため。

（２） 非該当 　長崎駅周辺において各種事業が予定されており、今後も調整が必要であるため。

（３） 非該当 　継続的に任命している。

（４） 非該当 　各委員からの意見・助言が事業の施行に反映されるなど実効が上がっているため。

（５） 非該当
　委員からの意見・助言については、多様な視点から検討する必要があるため、現在の方法が適
している。

（６） 非該当 　他の附属機関との類似・重複はない。

75 道路建設課 島原半島地域の交通機能強化検討委員会 （１） 非該当 　島原半島地域の交通機能強化について今後も検討する必要があるため。

（２） 非該当
　島原半島地域の交通機能強化の検討が必要であることから、必要性が著しく低下したとはいえ
ない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　意見を出し合って交通機能強化の検討に大きく寄与しているため。

（５） 非該当 　幅広い意見を聴取する必要があるため。

（６） 非該当 　目的が島原半島地域の交通機能強化の検討であるため統合等は困難

76 道路建設課 西彼杵道路計画検討委員会 （１） 非該当 　西彼杵道路の整備について今後も検討する必要があるため。

（２） 非該当
　西彼杵道路の整備に関する情勢に大きな変化はなく、必要性については著しく低下したとはい
えない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　委員会、アンケート等を実施し提言を行うなどしている。

（５） 非該当 　専門性が高く、また幅広い分野からの意見を聴取する必要があるため。

（６） 非該当 　類似する附属機関はない。

73 「長崎市中央部・臨海地域」都市再
生委員会

都市政策課
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附属機関等の見直し検討状況【私的諮問機関等】（令和６年３月31日現在） （資料９）

番号 所管 機関名称 第7条
検討
結果

検討内容
今後の
方向性

※「番号」欄については、資料２における番号（令和５年度中に廃止した機関を除く。）

77 住宅課 長崎県住宅政策懇談会 （１） 非該当 　住宅政策は社会情勢の変化に応じ変わりゆくため、所期の目的が達成されたとはいえない。

（２） 非該当 　住宅政策は社会情勢の変化に応じ変わりゆくため、今後も必要である。

（３） 非該当 　開催周期はこれまで同様概ね５年ごとのため、開催に合わせて委員を任命している。

（４） 非該当 　専門性の高い委員から活発な意見・助言をいただいている。

（５） 非該当
　委員からの意見・助言については、多様な視点から検討する必要があるため、現在の方法が適
している。

（６） 非該当 　住宅政策全般に係る機関であり、他の附属機関との類似・重複はない。

79 会計課 長崎県政府調達苦情検討委員会 （１） 非該当 　所期の目的は達成していない。

（２） 非該当 　必要性は低下していない。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　形式的な開催ではない。

（５） 非該当 　委員が検討し提案を行う必要があるため、その他の方法によることができない。

（６） 非該当 　類似、重複しているのものはない。

80 交通局 管理部 長崎県営バス経営評価委員会 （１） 非該当
　長崎県交通局が経営の外部評価を実施するに当たり、経営に関する有識者等第三者の視点から
経営状況の適切な評価、経営改善の着実な実施を図る目的での設置であるため非該当とする。

（２） 非該当
　人口減少・少子高齢化社会という厳しい環境下において、今後より革新的な経営戦略が重要視
されることから必要性が低下したとはいえない。

（３） 非該当 　委員を任命し、委員会を開催しているため非該当とする。

（４） 非該当
　委員会における提案に対し、新規路線開拓の実施や新事業の展開など経営改善の実現に向けて
取り組んでいるため非該当とする。

（５） 非該当
　公共交通における課題と施策に関する議題をもとに交通・環境・経営・学識といった多岐にわ
たる様々な委員からの意見や情報収集が必要であるため非該当とする。

（６） 非該当 　他の附属機関を設置していないため非該当とする。

81 教育政策課 長崎県教育振興会議 （１） 非該当
　長崎県教育振興基本計画や本県教育の取組状況などについての意見を求め、教育行政の検証及
び改善を図っており、設置の目的については失われていない。

（２） 非該当 　本県教育行政の検証・改善は引き続き実施していく必要がある。

（３） 非該当 　委員が任命されている。

（４） 非該当
　本県教育行政の検証や改善を図る上で大きな役割を果たしており、形式的なものとはなってい
ない。

（５） 非該当
　会議の形式によることで議論が深まり、本県教育行政の検証や改善に繋がっていることから、
他の方法によることは難しい。

（６） 非該当 　統合可能な他の附属機関はない。

83 義務教育課 長崎県教職の魅力化作戦会議 （１） 非該当 　所期の目的を達成していないため。

（２） 非該当 　社会情勢の変化等によりさらに必要性が向上しているため。

（３） 非該当 　委員が任命されているため。

（４） 非該当
　民間、有識者等から学校の働き方に係る貴重な意見をいただく会議であることから、必要性が
著しく低下したとはいえないため。

（５） 非該当
　民間、有識者等から学校の働き方に係る貴重な意見をいただく会議であることから、必要性が
著しく低下したとはいえないため。

（６） 非該当 　民間、有識者等から学校の働き方に係る貴重な意見をいただく唯一の会議であるため。

85 児童生徒支援課 長崎県不登校支援協議会 （１） 非該当 　所期の目的を達成していない。

（２） 非該当 　不登校児童生徒の支援のため、必要性は高まっている。

（３） 非該当 　委員は任命されている。

（４） 非該当 　形式的なものとはなっていないと思料される。

（５） 非該当 　その他の方法では目的が達成できないと思料される。

（６） 非該当 　他の附属機関等と類似したものはなく、統合することは困難。
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（資料 10） 

附属機関等の休止・廃止等の状況（令和６年 3月 31日現在） 

 

○休止・廃止の状況（令和５年度） 

附属機関 合計

62 145

1 5

61 140

0 8

0 1

機 関 名 称

（及び所管課）

61 147

0 9

61 13877

86
令和５年度 機関数

（年度内廃止を含む）

これからの離島留学検討委員会（高校教育課）

長崎県地域づくり推進課指定管理者選定委員会（地域づくり推進課）

長崎県動物愛護管理センター（仮称）建設検討委員会（生活衛生課）

長崎県新型コロナウイルス感染症対策有識者会議（感染症対策室）

第六期長崎県教育振興懇話会（教育政策課）

休止機関数（R5）

廃止機関数（R5）

機 関 名 称

（及び所管課）

第五次長崎県子ども読書活動懇談会（生涯学習課）

区分

令

和

４

年

度

令

和

５

年

度

新設機関数（R5）

機 関 名 称

（及び所管課）

令和５年度末時点

機関数

9

新しい長崎県づくり懇話会（政策企画課）

長崎県海砂採取限度量に関する検討委員会（監理課）

川口アパート建替事業公募型プロポーザル委員会（ 住宅課）

1

長崎県公衆浴場入浴料金協議会（生活衛生課）

長崎県地域づくり推進課指定管理者選定委員会（地域づくり推進課）

長崎県ケアラー支援に関する有識者会議（長寿社会課）

長崎県手話言語施策推進協議会（障害福祉課）

長崎県幼児教育推進懇話会（こども未来課）

長崎県海砂採取限度量に関する検討委員会（監理課）

教職の魅力化作戦会議（義務教育課）

これからの離島留学検討委員会（高校教育課）

第五次長崎県子ども読書活動懇談会（生涯学習課）

令和４年度末時点

機関数
79

8

私的諮問機関等

令和４年度 機関数

（年度内廃止を含む）
83

廃止機関数（R4） 4

 

 


